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道路交通法は警察庁の所管である z1100001 経済産業省
道路交通法における自動車の区分の

改正
5002 50020001 11 個人（福田　誠） 1

道路交通法における自動車の区分の

改正

道路交通法における自動車の区分にて、

道路交通法施行規則第二条で、大型二

輪自動車を総排気量０．４００リットルを超

える内燃機関を原動機とする・・としてい

るが、これを０．６００リットルを超える・・と

することを要望する。

この規制改革をすることで、普通自動二

輪免許で0．600リットル未満の二輪車に

乗車が可能とし、0．600リットル未満の製

品の市場を拡大する。これにより、EUなど

における規制と国内規制を同様のものと

することができ、国内メーカーが現在国内

向けに４００CCクラス（～４００CC）の製品

と外国向けに６００CCクラス（～６００CC）

の製品を製造するために二重に投資する

コストを低減することが可能になり、国内

メーカーの国際競争力を増強させること

ができる。

この規制改革をすることで、EUなどにお

ける二輪車の区分規制と国内規制を同様

のものとすることができ、国内メーカーが

現在国内向けに４００CCクラス（～４００

CC）の製品と外国向けに６００CCクラス

（～６００CC）の製品を製造するために二

重に投資するコストを低減することが可能

になり、国内メーカーの国際競争力を増

強させることができる。現在日本メーカー

のシェアが低下し、競争力が落ちる中で大

きく寄与すると思われるため。

警察庁のみならず、経済

産業省の意見も踏まえた

回答を頂きたい。

火薬類取締法第２

条

火薬類取締法施行

規則第１条の４

火薬類取締法は火薬類の製造、販

売、貯蔵、運搬、消費その他の取扱を

規制し、火薬類による災害の発生の防

止及び公共の安全の確保を行ってい

るが、火薬類のうち災害の発生の防止

及び公共の安全の維持に支障を及ぼ

すおそれがない火工品を火薬類取締

法の適用を受けない火工品として火

薬類取締法施行規則又は経済産業大

臣の告示で指定することにより、火薬

類取締法の規制対象外になる。

c

火薬類取締法第２条第１項第３号ヘの

規定により火薬類取締法の適用を受

けないもの（適用除外火工品）は、火

薬類取締法施行規則第１条の４第１号

から第６号に定めるもののほか、火薬

取締法施行規則第１条の４第７号によ

り経済産業大臣が災害の発生の防止

及び公共の安全の維持に支障を及ぼ

すおそれがないとして告示で指定す

るものと規定されているところ。

　災害の発生の防止及び公共の安全

の維持に支障を及ぼすおそれがある

かどうかの判断については、火薬の

種類・量、火薬の使用目的、火薬の使

用方法、火工品の構造等に鑑みて包

括的に判断する必要があることから、

火工品毎に個別に判断する必要があ

るため、具体的な判断基準等は定め

ることができない。

　また、適用除外火工品は、科学的

データに基づいて、災害の発生の防

止及び公共の安全の維持に支障を及

ぼすおそれがないと認めた場合に当

該火工品を適用除外火工品として指

定されることとなっており、当省では、

適用除外火工品の指定を希望するも

のがある場合には、特に提出書類の

書式等を限定することなく、事業者か

ら御要望を提出していただいて検討

を行っていることから、適用除外火工

品の指定を希望する具体的内容があ

る場合には、火薬類取締法所管課ま

でご相談していただきたい。

z1100002 経済産業省

火薬類取締法の適用を受けない火工

品を指定する際の事務手続きの制度

化

5003 50030001 11 佐藤貿易 1
火薬類取締法の適用除外指定を受け

る際の事務手続きの制度化

火薬類取締法施行規則第１条の４により、

火工品でも経済産業省令で指定を受ける

と火薬類取締法の適用を受けないことと

されているが、その指定を受けるための

申請方法、提出書類の書式、審査・判定

基準等が明確となっていないため、制度

を定めていただきたい。

火薬類取締法施行規則第１条の４により

経済産業省令で指定していただき、法の

適用除外を受けたい複数の火工品があ

る。
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火薬類取締法第２

条

火薬類取締法施行

規則第１条の４

火薬類取締法は火薬類の製造、販

売、貯蔵、運搬、消費その他の取扱を

規制し、火薬類による災害の発生の防

止及び公共の安全の確保を行ってい

るが、火薬類のうち災害の発生の防止

及び公共の安全の維持に支障を及ぼ

すおそれがない火工品を火薬類取締

法の適用を受けない火工品として火

薬類取締法施行規則又は経済産業大

臣の告示で指定することにより、火薬

類取締法の規制対象外になる。

c

火薬類取締法第２条第１項第３号ヘの

規定により火薬類取締法の適用を受

けないもの（適用除外火工品）は、火

薬類取締法施行規則第１条の４第１号

から第６号に定めるもののほか、火薬

取締法施行規則第１条の４第７号によ

り経済産業大臣が災害の発生の防止

及び公共の安全の維持に支障を及ぼ

すおそれがないとして告示で指定す

るものと規定されているところ。

　災害の発生の防止及び公共の安全

の維持に支障を及ぼすおそれがある

かどうかの判断については、火薬の

種類・量、火薬の使用目的、火薬の使

用方法、火工品の構造等に鑑みて包

括的に判断する必要があることから、

火工品毎に個別に判断する必要があ

るため、具体的な判断基準等は定め

ることができない。

　また、適用除外火工品は、科学的

データに基づいて、災害の発生の防

止及び公共の安全の維持に支障を及

ぼすおそれがないと認めた場合に当

該火工品を適用除外火工品として指

定されることとなっており、当省では、

適用除外火工品の指定を希望するも

のがある場合には、特に提出書類の

書式等を限定することなく、事業者か

ら御要望を提出していただいて検討

を行っていることから、適用除外火工

品の指定を希望する具体的内容があ

る場合には、火薬類取締法所管課ま

でご相談していただきたい。

z1100002 経済産業省

火薬類取締法の適用を受けない火工

品を指定する際の事務手続きの制度

化

5003 50030002 11 佐藤貿易 2
火薬類取締法の適用除外の告示を受

ける際の事務手続きの制度化

火薬類取締法施行規則第１条の４第７号

により、火工品でも経済産業大臣より指

定され告示を受けると火薬類取締法の適

用を受けないこととされているが、その告

示を受けるための申請方法、提出書類の

書式、審査・判定基準等が明確となって

いないため、制度を定めていただきた

い。

火薬類取締法施行規則第１条の４第７号

により経済産業省大臣より告示していた

だき、法の適用除外を受けたい複数の火

工品がある。

使用済自動車の再

資源化等に関する

法律

来年１月以降、自動車所有者は自動

車リサイクル料金を原則、新車購入

時、継続検査時、または引取時に預託

する義務が生じる。

ｂ

　自動車のリサイクル料金は、当該車

輛が使用済となった時点から費消さ

れるため、会計上の費用処理もその

時点でとなる。このため、レンタカーの

乗り逃げの場合も、リサイクル料金

は、当該車輛が使用済となった際に

費消され始めることとなる。

　しかし、自動車の乗り逃げ、盗難等

の際の、当該車輛のリサイクル料金の

扱いについては、今後整理を行う必

要があると認識している。

z1100003 経済産業省
レンタカーの乗逃げ車両のリサイクル

費用（預託金）の費用化
5015 50150001 11

オリックス・レンタカー株式会

社
1

レンタカーの乗逃げ車両のリサイクル

費用（預託金）の費用化

預託金については､最終所有者が使用済

み車両を引き取り業者へ渡したときに費

用化ができるとあるが、乗逃げ車両につ

いては規程がない。乗逃げの場合は、

「乗り逃げ証明」などの方法で抹消し、預

託金の費用化を認めてほしい。

乗逃げ車両は、発見されない限り費用化

ができないため、永久に預託金が消えな

い。企業の経理処理として現実とかけ離

れた処理であり、不自然である。
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輸出貿易管理規則

第１条、輸入貿易管

理規則第２条等

外国為替及び外国貿易法において

は、外国貿易等の対外取引が自由に

行われることを基本とし、必要最小限

の管理又は調整を行うこととし、国際

的な平和及び安全の維持又は国民経

済の健全な発展等を図るため、特定

の貨物等の輸出入に際し、許可又は

承認等を義務づけている。

a Ⅲ．Ⅳ

　手続の見直しについては、規制改

革・民間開放推進3か年計画におい

て、シングルウィンドウ化の成果と問

題点を踏まえ、申請手続や申請書類

の徹底した省略、簡素化を図り、速や

かにワンストップサービスの一層の推

進を図ることとしており、関係者の意

見をふまえて、業務・システムの最適

化計画を平成17年度末までのできる

限り早期に策定するよう、関係府省と

検討を進めているところである。なお、

貿易管理に係る手続等（JETRAS）に

ついては、平成１６年度末までに業

務・システムの最適化計画を策定する

予定である。

z1100004 経済産業省 輸出入・港湾諸手続の簡素化促進 5031 50310003 11 社団法人日本船主協会 3
港湾・輸出入手続き等の一層の簡素

化

全ての港湾・輸出入関連手続を対象とし

て、申請の必要性が失われたもの、申請

の中で削除できる項目、さらに省庁間に

共通する項目の標準化、統一化できるも

のを抽出した上で、申請手続を徹底的に

削減・簡素化するよう要望する。

2003年7月23日より輸出入・港湾諸手続

のシングルウィンドウ化が関係省庁により

実現されてはいるが、実態は各種申請・

手続の見直しや簡素化がなされず、単に

既存のシステムが接続されただけのもの

であるため、利便性の向上には結びつい

ていない。従って、全ての関連手続を対

象として、申請の必要性が失われたも

の、申請の中で削除できる項目、更に省

庁間に共通する項目の標準化、統一化で

きるものを抽出した上で、申請手続きを徹

底的に削減・簡素化することを要望する。

輸出貿易管理規則

第１条、輸入貿易管

理規則第２条等

外国為替及び外国貿易法において

は、外国貿易等の対外取引が自由に

行われることを基本とし、必要最小限

の管理又は調整を行うこととし、国際

的な平和及び安全の維持又は国民経

済の健全な発展等を図るため、特定

の貨物等の輸出入に際し、許可又は

承認等を義務づけている。

a Ⅲ．Ⅳ

　手続の見直しについては、規制改

革・民間開放推進3か年計画におい

て、シングルウィンドウ化の成果と問

題点を踏まえ、申請手続や申請書類

の徹底した省略、簡素化を図り、速や

かにワンストップサービスの一層の推

進を図ることとしており、関係者の意

見をふまえて、業務・システムの最適

化計画を平成17年度末までのできる

限り早期に策定するよう、関係府省と

検討を進めているところである。なお、

貿易管理に係る手続等（JETRAS）に

ついては、平成１６年度末までに業

務・システムの最適化計画を策定する

予定である。

z1100004 経済産業省 輸出入・港湾諸手続の簡素化促進 5078 50780048 11 (社)日本経済団体連合会 48 輸出入・港湾諸手続の簡素化促進

　2003年7月に、輸出入・港湾関連手続

のシングルウィンドウシステムが供用開始

されたが、現行の申請書類の徹底した簡

素化など、電子化に先立って行うべき輸

出入・港湾諸手続全般の業務改革

（BPR）については未だ不十分である。

　ワンストップサービスの実現に当たって

は、まず、（1）民間事業者の意見聴取に

基づき、提出の必要性が疑われる申請を

徹底的に抽出すること、（2）申請の中で

削除できる項目を可能な限り削除するこ

と、（3）省庁間での共通項目を標準化、

統一化すること、が必要不可欠である。そ

の上で、全ての手続きを統合し、１回の入

力・送信で複数の申請を可能とするシス

テムの整備に向け、全関係省庁は強力な

連携・協議を重ねて取り組むべきである。

　例えば、シングルウィンドウ化により、複

数の官庁で共通する手続について同時

に送信することが可能となったものは、

入・出港届等、ほんの一握りに過ぎず、

従来通り各省庁ごとの手続や紙ベースで

の手続が残されているのが現状である。

　従って、シングルウィンドウシステムが運

用開始されたものの、現状では真のワン

ストップサービスにはなっておらず、輸出

入・港湾諸手続の簡素化、物流効率化、

ひいては産業競争力強化の支障となるこ

とが懸念される。

　港湾・輸出入手続に関

係する各省庁の協力のも

と、2003年７月から港

湾・輸出入手続のシング

ルウィンドウシステムが

運用を開始したが、これ

は単に既存のシステムが

接続されただけのもので

あり、予てより産業界が

要望してきた諸手続の見

直しおよび簡素化を反映

したものとはなっていな

い。
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「有害廃棄物の国

境を越える移動及

びその処分の規制

に関するバーゼル

条約」

「特定有害物質等

の輸出入等の規制

に関する法律」第2

条第1項、第4条第1

項

　

外国為替及び外国

貿易法第48条第3

項、関税法第67条、

輸出貿易管理令別

表第2の35の2

「解撤等を行うため

に輸出される船舶

の輸出承認につい

て」（環水企第203

号、衛産第35号、

11立環指第5号）

船舶法第１条に規定する日本船舶で

あって、次の①及び②の要件を同時

に満たす船舶は、バーゼル法第２条

第１項に規定する特定有害廃棄物等

に該当するため、輸出貿易管理令別

表第２の３５の２の項（１）に掲げる貨物

となる。

①解撤等による金属の回収等、バー

ゼル条約附属書Ⅳに掲げる処分作業

を行うために輸出される船舶

②石綿又はPCB等バーゼル条約附属

書Ⅰに掲げる物質を船舶本体に含有

することによりバーゼル法第２条第１

項に規定する特定有害廃棄物等に該

当することとなった船舶

したがって、当該船舶の輸出をしよう

とする者は、当該船舶が仕向地まで自

航されるものであるか、曳航等により

運搬されるものであるかを問わず、

バーゼル法第４条第１項の規定により

外国為替及び外国貿易法第４８条第３

項の規定による輸出の承認を受ける

必要がある。ただし、現在まで当該船

舶に関して承認申請の実績はない。

ｃ -

　我が国においては、船舶のうち有害物質を有するものが、解

撤を目的として国境を越える移動がなされる場合、当該船舶は

特定有害廃棄物等に該当し、バーゼル条約の対象になるとみ

なしている。有害物質の種類・分量が分からぬまま他国に輸出

される場合、当該物質の適正な処理の実施が困難となることは

明白であり、輸入国における環境汚染を引き起こしかねない。

そのためバーゼル条約でも有害廃棄物の名称や重量等の情報

を関係国に提供することを義務付けているところであり、バー

ゼル法等の手続を行わずに輸出することは、人の健康の保護

及び生活環境の保全に資することを目的とし、特定有害廃棄物

等の国内処理の原則を掲げるバーゼル法やバーゼル条約の

趣旨に合致しない。

  解撤目的の船舶がバーゼル条約の対象となるかについて、

条約会合での議論が結論に達していないのは事実であるが、

我が国としては、平成１０年１２月１４日付、加藤修一参議院議員

の質問趣意書に対し、平成１１年１月２２日答弁書において「ア

スベスト又はＰＣＢを含む物質又は物体は、バーゼル条約の規

制対象となる「有害廃棄物」に該当しうるものである。一般に、

アスベスト又はＰＣＢを含む備品が存在する船舶が、解撤を目

的として国境を越える移動がなされる場合で、当該備品の処分

をも目的の１つとしている場合には、バーゼル条約の規定に

従って、輸入国である締約国に対し、当該移動の計画を通告

し、その同意を得る等、手続きをとる必要があると考える。」と

内閣として回答している。

　従って、現にアスベスト又はPCB等バーゼル条約附属書Ⅰか

つⅢに該当する物質を含む船舶が、解撤を目的として国境を

越える移動がなされるのに際し、本要望は、条約で定められた

手続きを行わないことに通じ、法制上適当でないと考える。

　そもそもバーゼル法は輸出禁止を取り決めているものではな

く、バーゼル法第2条第1項に規定する特定有害廃棄物等に該

当することとなった船舶であっても、バーゼル法第4条第1項の

規定により外国為替及び外国貿易法第48条第3項の規定によ

る輸出の承認を受けることにより、輸出は十分可能となることか

ら、「大型船舶の解撤が閉ざされることを意味する」とはならな

いと考える。

　バーゼル法で規制対象となる船舶の解撤目的の輸出にあっ

ては、バーゼル法の手続を経て適正に行われるようお願いす

る。

z1100005 経済産業省

解撤等のために輸出される船舶の

バーゼル法に基づく輸出手続きの廃

止

5031 50310007 11 社団法人日本船主協会 7

解撤等のために輸出される船舶の

バーゼル法に基づく輸出手続きの廃

止

現在「特定有害物質等の輸出入等の規

制に関する法律」（以下、バーゼル法）を

所管する各省庁は、平成11年5月の通達

により、解撤等を目的とした日本籍船の

輸出について当該船舶がアスベスト等の

有害廃棄物を含む場合、輸出申請等の手

続きが必要としている。このバーゼル法

に基づいた輸出申請等手続きの廃止を

要望する。

有害廃棄物の”国境を越える移動”の管理に基づく

バーゼル条約は、国境を越えて自由に活動する”船

舶”について全く考慮されておらず、同条約を無理

やり船舶に適用した場合多くの問題が発生するた

め、現在もそれを対象とするかどうか自体が議論さ

れている。実際に、同条約を船舶に適用した場合、

廃棄物と何ら関係のない「寄港国」が「輸出国」にな

る等実効上の問題が発生する。また、解撤ヤードま

で自力航行する船舶に同条約が実質上求める危険

物質の除去を要求することは航行安全上危険であ

り,海難事故の危険性が高まることは環境保全上も

好ましいことではなく、解撤船の移動を禁じるに等し

い。現在主要解撤国以外の国は大型解撤施設を有

しないことから、解撤船の輸出禁止は、船舶の円滑

な解撤が阻害されることを意味する。さらに、船舶の

解撤は旗国や寄港国をはじめバーゼル条約の概念

にない多数の利害関係者が含まれる複雑な経済活

動であり、単に「船舶の国境を越える移動を管理・禁

止」することで解決できるものではない。そのため、

船舶の建造時から解撤国への最終航海までの船舶

のライフサイクルを考慮した改善策が国際海事機関

（IMO）で検討されており、バーゼル条約もIMOと協

調しつつ議論を継続することとしている。このような

状況下、船舶を同条約の対象とすることについて多

くの国が慎重な対応をとっている中、わが国では、

平成11年5月の通達により実質的に日本籍解撤船

の輸出が不可能となっており、日本籍船に係る過剰

な規制のひとつとなっている。従って、日本籍船の

円滑な解撤を確保し、より環境に優しい船舶への代

替を促進するために同通達の廃止を求める。

中小企業等協同組

合法第９条の２第３

項

組合は、組合員の利用に支障がない

場合に限り、組合員以外の者にその

事業を利用させることができる。ただ

し、１事業年度における組合員以外の

事業の利用分量の総額は、その事業

年度における組合員の利用分量の総

額の１００分の２０を超えてはならな

い。組合が組合員ために行う福利厚

生事業のうち共済事業についても員

外利用が許容されている。また、中小

企業等協同組合法に「准組合員」制

度に係る規定は存在しない。

①ｃ

②ａ

③ｅ

④ｅ

Ⅳ

組合は、その組合員に直接の奉仕を

することを目的として共同事業を行う

事業体であるから、その利用者は本

来組合員に限られるべきである。しか

しながら、組合員の利用に支障がな

い場合に限り、員外利用を認めること

で、恒常的な事業量を確保することが

でき、むしろ組合の事業経営が円滑に

なる場合があることなどから員外利用

を禁止することは困難である。

員外利用の管理の厳格化、組合員資

格の定期的な確認による適切な管理

に関する通知を組合に対し本年度中

に発出し、指導監督を図る。

z1100006 経済産業省
会員・組合員等の共済利用要件の厳

格化
5034 50340019 11 （社）日本損害保険協会 19

会員・組合員等の共済利用要件の厳

格化

各種法令で認められている共済事業に

ついて、会員となる資格要件等を引き上

げるなど、共済としての特定性に基づき

対象範囲を限定して頂きたい。具体的に

は①員外利用の禁止　②員外利用を直ち

に廃止できない場合は員外利用比率管

理に係る監督を強化　③「准組合員」制度

の廃止、④「准組合員」制度が廃止でき

ない場合は、「准組合員」の基準厳格化

⑤検査の一元化を求める。

認可共済と民間保険会社の保険との間

で、それぞれに適用される規制を特性に

応じたものに揃える効果があるとともに、

無認可共済への牽制効果が期待できる。

特定の集団を対象にする共済事業にお

いては、その特定性が明確でなければ

ならないことはもとより、員外利用や「准

組合員」制度を認める合理的な理由はな

く、禁止（または段階的に縮小）すべき。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他

管理コード

（予定）

制度の

所管官庁

項目

（予定）

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

商品投資に係る事

業の規制に関する

法律第２条

商品投資販売業者

の業務の運営に関

する基本事項につ

いて

　基本通達により、商品投資以外の投

資として金融商品を組み入れる場合

の組み入れ割合を定めている。

ｂ Ⅳ

商品投資に係る事業の規制に関する

法律第２条第１項に規定する商品投資

により運用する金額の合計が、運用財

産の総額の２分の１を超える場合にお

ける金融商品の組み入れ比率制限を

撤廃するとともに、顧客へのディスク

ロージャーを拡充するための関連規定

を整備することについて、総合規制改

革会議の指摘を踏まえて行う投資者

保護法制のあり方についての検討の

動向を踏まえつつ、結論を得る。

z1100007 経済産業省
商品投資以外の投資に関する運用規

制の撤廃
5038 50380001 11

社団法人日本商品投資販売業

協会
1

商品投資以外の投資に関する運用規

制の撤廃

商品投資に係る事業の規制に関する法

律第２条第１項に規定する商品投資によ

り運用する金額が、運用財産の総額の１/

２超となる場合において金融商品を投資

対象として組み入れることが可能となっ

ているが、この商品ファンドの従たる部分

である「商品投資以外の投資」に関する

運用規制の撤廃を要望する。

投資対象をより自由にそして機動的に選

択できるようになり、相関性の低いものを

組み合わせることにより、商品ファンドの

安定運用の道が開かれ、投資家の期待

する収益の安定性に寄与することにつな

がることになる。

本件は、「規制改革推進3ヵ年計画等の

フォローアップ結果」（平成15年5月内閣

府公表）において、「平成15年度早期に

措置する」旨を踏まえて、速やかなる対応

を要望する。

商品投資に係る事

業の規制に関する

法律第２条

商品投資販売業者

の業務の運営に関

する基本事項につ

いて

　基本通達により、商品投資以外の投

資として金融商品を組み入れる場合

の組み入れ割合を定めている。

ｃ －

国内と海外の商品投資顧問業者を区

別し、海外の商品投資顧問業者が運

用を行うファンドに限定して組み入れ

比率制限を撤廃する合理的な理由は

ないことから、措置は困難である。

z1100037 経済産業省
商品投資以外の投資に関する運用規

制の撤廃
5039 50390054 41 社団法人 リース事業協会 54 商品ファンドに係る規制撤廃・緩和

海外のCTAが運用対象とする証券先物取

引及び金融先物取引については組入比

率制限の対象外とすることを要望する。

・年金資金の運用・商品ファンドの運用に

投資顧問の起用・バックオフィス業務の

簡素化・商品ファンドの運用コストの軽

減・投資家への多様な商品の提供・映画

ファンドの振興を通じた映画制作・配給・

興行業界の活性化

海外におけるManaged　Futures、いわゆる商品ファ

ンドの投資対象には海外の先物市場に上場されて

いる金融先物取引、証券先物取引等の品目が含ま

れている場合が多い。海外のCTAが運用を行う際

に商品先物・金融先物・証券先物の資産配分を

risk/return以外の観点から行うことは稀であり、組入

比率制限の撤廃により、運用対象にこだわらずに優

秀なCTAを選択できる。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他

管理コード

（予定）

制度の

所管官庁

項目

（予定）

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

商品投資に係る事

業の規制に関する

法律第２条

商品投資販売業者

の業務の運営に関

する基本事項につ

いて

　基本通達により、商品投資以外の投

資として金融商品を組み入れる場合

の組み入れ割合を定めている。

ｃ －

国内と海外の商品投資顧問業者を区

別し、海外の商品投資顧問業者が運

用を行うファンドに限定して組み入れ

比率制限を撤廃する合理的な理由は

ないことから、措置は困難である。

z1100037 経済産業省
商品投資以外の投資に関する運用規

制の撤廃
5040 50400024 41 オリックス 24 商品ファンドに係る規制撤廃・緩和

海外のCTAが運用対象とする証券先物取

引及び金融先物取引については組入比

率制限の対象外とすることを要望する。

・年金資金の運用・商品ファンドの運用に

投資顧問の起用・バックオフィス業務の

簡素化・商品ファンドの運用コストの軽

減・投資家への多様な商品の提供・映画

ファンドの振興を通じた映画制作・配給・

興行業界の活性化

海外におけるManaged　Futures、いわゆる商品ファ

ンドの投資対象には海外の先物市場に上場されて

いる金融先物取引、証券先物取引等の品目が含ま

れている場合が多い。海外のCTAが運用を行う際

に商品先物・金融先物・証券先物の資産配分を

risk/return以外の観点から行うことは稀であり、組入

比率制限の撤廃により、運用対象にこだわらずに優

秀なCTAを選択できる。

商品投資に係る事

業の規制に関する

法律第２条

商品投資販売業者

の業務の運営に関

する基本事項につ

いて

　基本通達により、商品投資以外の投

資として金融商品を組み入れる場合

の組み入れ割合を定めている。

ｃ －

商品ファンドは、投資家から出資され

た財産を主として商品投資で運用す

ることで得られた成果を配分する一種

の金融商品であり、商品投資以外の

投資対象として有価証券、金融先物

等を組み入れる場合にはその組み入

れ割合の上限（原則として５０％未満、

（証券先物及び金融先物は３３％未

満））を定めているもの。

このような趣旨に照らせば、商品投資

以外の投資対象である金融商品の組

入比率制限から、確定運用を目的とす

る金融商品を限定して除外すること

は、主として商品に投資しないファン

ドであっても商品ファンド法により規

制することとなり得るため、措置は困

難である。

z1100038 経済産業省
商品投資以外の投資に関する運用規

制の撤廃
5039 50390054 51 社団法人 リース事業協会 54 商品ファンドに係る規制撤廃・緩和

組入比率制限される金融商品のうち、確

定運用を目的とする金融商品（特に預

金）については組入比率制限の対象外と

することを要望する。

・年金資金の運用・商品ファンドの運用に

投資顧問の起用・バックオフィス業務の

簡素化・商品ファンドの運用コストの軽

減・投資家への多様な商品の提供・映画

ファンドの振興を通じた映画制作・配給・

興行業界の活性化

普通預金、当座預金に一時的に資金をリザーブす

ることは当然起こりえることであり、預金が投信法に

おける特定資産となったことに伴い、預金にたいす

る組入れ比率を規制するのは合理性のない規制で

ある。一時的に資金をリザーブする際に、預金を選

択せずに、商品投資販売業者の金庫に保管するこ

とを推奨することとなる。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他

管理コード

（予定）

制度の

所管官庁

項目

（予定）

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

商品投資に係る事

業の規制に関する

法律第２条

商品投資販売業者

の業務の運営に関

する基本事項につ

いて

　基本通達により、商品投資以外の投

資として金融商品を組み入れる場合

の組み入れ割合を定めている。

ｃ －

商品ファンドは、投資家から出資され

た財産を主として商品投資で運用す

ることで得られた成果を配分する一種

の金融商品であり、商品投資以外の

投資対象として有価証券、金融先物

等を組み入れる場合にはその組み入

れ割合の上限（原則として５０％未満、

（証券先物及び金融先物は３３％未

満））を定めているもの。

このような趣旨に照らせば、商品投資

以外の投資対象である金融商品の組

入比率制限から、確定運用を目的とす

る金融商品を限定して除外すること

は、主として商品に投資しないファン

ドであっても商品ファンド法により規

制することとなり得るため、措置は困

難である。

z1100038 経済産業省
商品投資以外の投資に関する運用規

制の撤廃
5040 50400024 51 オリックス 24 商品ファンドに係る規制撤廃・緩和

組入比率制限される金融商品のうち、確

定運用を目的とする金融商品（特に預

金）については組入比率制限の対象外と

することを要望する。

・年金資金の運用・商品ファンドの運用に

投資顧問の起用・バックオフィス業務の

簡素化・商品ファンドの運用コストの軽

減・投資家への多様な商品の提供・映画

ファンドの振興を通じた映画制作・配給・

興行業界の活性化

普通預金、当座預金に一時的に資金をリザーブす

ることは当然起こりえることであり、預金が投信法に

おける特定資産となったことに伴い、預金にたいす

る組入れ比率を規制するのは合理性のない規制で

ある。一時的に資金をリザーブする際に、預金を選

択せずに、商品投資販売業者の金庫に保管するこ

とを推奨することとなる。

商品投資に係る事

業の規制に関する

法律第１９条

商品投資販売業者と商品投資契約を

締結した顧客は契約成立時交付書面

を受領した日から起算して１０日を経

過するまでの間、書面によりその契約

の解除を行うことができる。

ｃ －

商品投資契約においてクーリングオ

フ規定を設けているのは、商品投資の

仕組みが複雑であるため一般の投資

者がそれを十分に理解しないまま契

約を締結したり、販売業者の勧誘に

よって冷静な判断をしないまま契約締

結に至る事態が想定されることから、

投資家に対して契約締結後一定期間

は意志決定の再確認をしうる時間的

余裕を与えることとするためである。

このため、商品ファンドの多くが一般

の投資家に広く販売されている現状

において、法目的である投資家保護

の観点から、クーリングオフ規定を撤

廃することは困難である。

なお、金融商品販売法に規定する事

業者の事前説明義務事項には、クー

リングオフに関する事項も含まれてお

り、同法の施行がクーリングオフ制度

を撤廃する合理的理由とはならない。

z1100008 経済産業省 クーリング・オフ制度の撤廃 5038 50380003 11
社団法人日本商品投資販売業

協会
3 クーリング・オフの撤廃

「商品投資に係る事業の規制に関する法

律」第19条（書面による解除）は、いわゆ

るクーリング・オフの規定であるが、撤廃

を要望する。

商品ファンドは、多くの投資家による資金

を集めて運用にまわされるものであるが、

契約が終了しても解除期間が設けられて

いるため、運用に向けて資金投下が出来

ないことによる投資機会の逸失が発生す

る可能性がある。ひいては、これは他の

投資家の利益をそぐ要因にも繋がりかね

ない。

このクーリング・オフ規定は、金融商品販

売法が制定される以前は、業者と投資家

との間における情報量の格差等による実

質的不平等性を補完する主旨背景があっ

たと解釈されるが、金融商品販売法が制

定されたことにより、同法第3条の説明義

務の履行により、また第4条損害賠償責

任に服することにより実質的不平等性を

補完し、更に投資家に求められている自

己責任原則の精神をもって、両者間の法

的安定性が図られているものと考える。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他

管理コード

（予定）

制度の

所管官庁

項目

（予定）

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

商品投資に係る事

業の規制に関する

法律第１９条

商品投資販売業者と商品投資契約を

締結した顧客は契約成立時交付書面

を受領した日から起算して１０日を経

過するまでの間、書面によりその契約

の解除を行うことができる。

ｃ －

商品投資契約においてクーリングオ

フ規定を設けているのは、商品投資の

仕組みが複雑であるため一般の投資

者がそれを十分に理解しないまま契

約を締結したり、販売業者の勧誘に

よって冷静な判断をしないまま契約締

結に至る事態が想定されることから、

投資家に対して契約締結後一定期間

は意志決定の再確認をしうる時間的

余裕を与えることとするためである。

このため、商品ファンドの多くが一般

の投資家に広く販売されている現状

において、法目的である投資家保護

の観点から、クーリングオフ規定を撤

廃することは困難である。

なお、金融商品販売法に規定する事

業者の事前説明義務事項には、クー

リングオフに関する事項も含まれてお

り、同法の施行がクーリングオフ制度

を撤廃する合理的理由とはならない。

z1100008 経済産業省 クーリング・オフ制度の撤廃 5039 50390054 31 社団法人 リース事業協会 54 商品ファンドに係る規制撤廃・緩和

クーリングオフの義務撤廃大半の金融商

品にはクーリングオフは無く、運用開始と

同時に資金の純資産価値が変動する資

金運用には馴染まない概念である。

・年金資金の運用・商品ファンドの運用に

投資顧問の起用・バックオフィス業務の

簡素化・商品ファンドの運用コストの軽

減・投資家への多様な商品の提供・映画

ファンドの振興を通じた映画制作・配給・

興行業界の活性化

商品ファンド募集の実務においては、資料請求、申

し込み、契約締結、資金の払込と投資家が能動的

に判断する局面が多く、契約締結後、投資を取りや

めるケースは時折存在する。一方、クーリングオフ

制度を活用した資金払込後の契約撤回は、ほとん

ど利用されていない現状である。クーリングオフの

規制を維持する合理的理由は見当たらない。合理

的理由が存在するなら、投資信託にも即刻クーリン

グオフを適用すべきである。

商品投資に係る事

業の規制に関する

法律第１９条

商品投資販売業者と商品投資契約を

締結した顧客は契約成立時交付書面

を受領した日から起算して１０日を経

過するまでの間、書面によりその契約

の解除を行うことができる。

ｃ －

商品投資契約においてクーリングオ

フ規定を設けているのは、商品投資の

仕組みが複雑であるため一般の投資

者がそれを十分に理解しないまま契

約を締結したり、販売業者の勧誘に

よって冷静な判断をしないまま契約締

結に至る事態が想定されることから、

投資家に対して契約締結後一定期間

は意志決定の再確認をしうる時間的

余裕を与えることとするためである。

このため、商品ファンドの多くが一般

の投資家に広く販売されている現状

において、法目的である投資家保護

の観点から、クーリングオフ規定を撤

廃することは困難である。

なお、金融商品販売法に規定する事

業者の事前説明義務事項には、クー

リングオフに関する事項も含まれてお

り、同法の施行がクーリングオフ制度

を撤廃する合理的理由とはならない。

z1100008 経済産業省 クーリング・オフ制度の撤廃 5040 50400024 31 オリックス 24 商品ファンドに係る規制撤廃・緩和

クーリングオフの義務撤廃大半の金融商

品にはクーリングオフは無く、運用開始と

同時に資金の純資産価値が変動する資

金運用には馴染まない概念である。

・年金資金の運用・商品ファンドの運用に

投資顧問の起用・バックオフィス業務の

簡素化・商品ファンドの運用コストの軽

減・投資家への多様な商品の提供・映画

ファンドの振興を通じた映画制作・配給・

興行業界の活性化

商品ファンド募集の実務においては、資料請求、申

し込み、契約締結、資金の払込と投資家が能動的

に判断する局面が多く、契約締結後、投資を取りや

めるケースは時折存在する。一方、クーリングオフ

制度を活用した資金払込後の契約撤回は、ほとん

ど利用されていない現状である。クーリングオフの

規制を維持する合理的理由は見当たらない。合理

的理由が存在するなら、投資信託にも即刻クーリン

グオフを適用すべきである。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他

管理コード

（予定）

制度の

所管官庁

項目

（予定）

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

商品投資に係る事

業の規制に関する

法律第３２条第２項

第１号

商品投資に係る事

業の規制に関する

法律施行令第１１条

商品投資顧問業の許可の基準のひと

つに、資本金が１億円以上との規定が

ある。

ｂ Ⅱ

商品投資顧問業者の最低資本金は、

許可会社の継続性、安定性及び不適

切な業者の参入防止の観点から算出

し、１億円としているが、証券投資顧問

業（一任業務）の最低資本金が１億円

から5000万円に軽減されたことを踏

まえ、商品投資顧問業者についても

資本金を軽減することが、投資家保護

の観点から問題がないか考慮しつ

つ、見直しの必要性について検討す

る。

z1100009 経済産業省
商品投資顧問業者の資本金要件の軽

減
5038 50380004 11

社団法人日本商品投資販売業

協会
4

商品投資顧問業者の資本金要件の軽

減

商品投資顧問業者の許可にあたる資本

金要件の軽減を要望する。

国内における商品投資顧問業者の参入

が進み、商品ファンドの運用委託先が増

えることによって、商品設計上の幅が広

がる。併せて、投資家に運用商品の幅広

い選択肢を提供できることになる。

欧米では、ＣＴＡは登録制で、自己運用で

好結果を残した投資家が、他人の資産も

運用するといった形で多くのＣＴＡが参画

している。これに対して国内の商品投資

顧問業者は株式会社でかつ資本金が一

億円以上の要件が付されている。今後の

商品ファンドの発展を考えるならば、ＣＴＡ

の育成は必要不可欠であり、顧問業者の

資本金要件の緩和を要望する。運用に携

わる顧問業者は優勝劣敗という「結果の

不平等」の世界であることはいうまでもな

いものの、「機会の平等」の観点より、認

可証券投資顧問業者の最低資本額

（5000万円）並を要望する。

投資事業有限責任

組合契約に関する

法律

左記法律については、第１５９回通常

国会において、改正法案を提出。平成

１６年４月１４日に可決・成立し、同月３

０日に施行済み。

c

本法の目的である「事業者への円滑

な資金供給」という観点から、第１５９

回通常国会において、中小企業要件

や未公開企業要件を撤廃するととも

に、社債・金銭債権の取得、金銭の貸

付けなどファンドの機能を追加する改

正がなされたところ。本件について

は、他の法律などとも比較検討を行っ

た結果、本法の目的にかんがみ、投

資事業有限責任組合法の改正によっ

ては対応できないという結論を得た。

z1100010 経済産業省
有限責任組合制度の整備／取得財産

の限定の廃止
5039 50390011 11 社団法人 リース事業協会 11

有限責任組合制度の整備／取得財産

の限定の廃止

「中小企業等投資事業有限責任組合法」

の改正により、投資対象範囲の中小企

業・未公開企業要件が撤廃され、株式等

に加え「社債、金銭債権の取得、金銭の

貸付」が認められた。しかし、投資ビーク

ルの法制であるから、「社債、金銭債権の

取得、金銭の貸付」の追加に留まらず、対

象資産の制限を設けない、純粋なビーク

ル法制とするべき。

証券化のスキーム上倒産隔離性が高く

税制上も優遇性が確保できるビークルと

して資産流動化法上の特定目的会社（以

下TMK）の制度があるがTMKへの出資金

を保有する者としては、いまだにケイマン

SPCが使われることが多い。（特定持分信

託の制度は、左記の理由からリーガル的

には若干のリスクが残ると解されており、

複数のものを受益者にする必要があるな

ど使い勝手が悪くなってしまっている。）

上記の通り、英米法における信託宣言や

チャリタブルトラストに代わる仕組みとし

て、資産流動化法上の特定持分信託や

中間法人が利用されることがあるが、使

い勝手などの理由からいまだにケイマン

SPCが使われるケースが多い。信託法の

見直しなどを行うことで証券化の仕組み

上、より使い勝手がよく、低コストで国内

完結しやすくなる制度の創設を望む。昨

年、同要望に対して経済産業省から「より

一般的な投資ファンド法制を整備するた

め、投資事業有限責任組合契約に関する

法律（平成10年法律第90号）を改正し、

投資事業範囲の制限を撤廃することにつ

いて、早期に検討し、結論を得る。」との

回答があり、法務省及び金融庁から、「

出資者の有限責任が確保されつつ内部

関係における柔軟なガバナンスが認めら

れるというような特徴を有する新たな事

業組織形態として、投資者保護ルールの

整備と併せ、私法上の日本版ＬＬＣ制度の

創設を図ることについて検討し、結論を得

る。合理的かつ健全な私法上の事業組織

形態の在り方について、私法上の問題点

の整理と検討を行うとともに、併せて税法

上の取扱いも検討する。」と回答があっ

た。早急な見直しを期待する。

<＊1>出資法が現に果

たす役割は詐欺罪の前

段階的な処罰と思われ、

これは不当な表示･勧誘

により行われるので、不

当表示防止法を独禁法

の枠組みから切離して整

備し、罰則強化、警察管

轄とすることは検討でき

ないか。相手方の属性

（個人かプロか）の観点も

必要と思われる。<＊2>

エスクロー事業が出資法

２条に抵触するのか判然

とせず、抵触するとの解

釈も表明されており、事

業を行おうとする際の重

大な障害となる。<＊3>

例えば、不動産会社が賃

貸事業で預かる敷金等、

継続取引業者間の取引

保証金などはどう解釈さ

れるのか。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他

管理コード

（予定）

制度の

所管官庁

項目

（予定）

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

平成１３年１２月より売掛債権担保融資

保証制度を利用する場合に限り譲渡

禁止特約の部分解除を実施。

平成１６年７月より本省において、利用

目的を限定せず、譲渡対象者を拡大

する形で部分解除を実施。

ｂ Ⅳ

本省においては対応済み。今後も各

案件ごとに検討。外局については、可

能な限り早期に実施するべく検討中。

z1100011 経済産業省
国・地方自治体向け金銭債権の証券

化に係る債権譲渡禁止特約の解除
5039 50390022 11 社団法人 リース事業協会 22

国・地方自治体向け金銭債権の証券

化に係る債権譲渡禁止特約の解除

経済産業省などの一部の国の機関にお

いては、債権譲渡禁止特約の解除が行

われているが、すべての国の機関及び地

方自治体においても速やかに債権譲渡

禁止特約を解除すること。

企業の資金調達の円滑化が図られる。
債権譲渡禁止特約が資産流動化の適格

要件の障害となっている。

中小企業信用保険

法第３条第５項

中小企業信用保険

法施行令第１条の３

　保証付債権の譲渡対象先は銀行等

の金融機関などに限定されている。
ｂ Ⅰ，Ⅱ

　金融機関の不良債権の円滑な処理

や債務者の再生については、今後と

も促進を図っていく必要がある。一方

で、保証付債権の譲渡対象先を広げ

ることが、中小企業者をはじめとした

関係者にどのような影響を及ぼすの

かについては、慎重に見極める必要

がある。今後、関係機関との協議等を

通じて、適切な制度のあり方を検討し

てまいりたい。

z1100012 経済産業省
信用保証協会保証付債権の譲渡対象

先の拡大
5039 50390025 11 社団法人 リース事業協会 25

信用保証協会保証付債権の譲渡対象

先の拡大

中小企業保険法により信用保証協会保

証付債権の譲渡の相手方としては銀行

等の金融機関と整理回収機構・産業再生

機構に限定されている。現在、金融庁策

定のﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟﾊﾞﾝｷﾝｸﾞのｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗ

ﾑ、金融再生ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ等に基づき、各金融

機関はﾃﾞｯﾄ型の再生ﾌｧﾝﾄﾞ、ｻｰﾋﾞｻｰ会社

などを活用し、債務者の再生を図ることを

積極的に企図しているが、再生ﾌｧﾝﾄﾞ、ｻｰ

ﾋﾞｻｰ会社に保証付債権の売却ができな

いことが、金融機関の不良債権の早期処

理、債務者の再生にとって大きな阻害要

因となっている。一方で、保証付債権が

整理回収機構・産業再生機構に譲渡され

た債務者に対しては同じく中小企業保険

法によりｾｰﾌｲﾃｨﾈｯﾄ保証の拡充が図られ

ており、官民格差が大きい。よって、法改

正あるいは、一定の条件（ｅｘ.再生支援協

議会が認定した再生計画案に基づく、債

権譲渡であれば認める）を付したうえで

の、信用保証協会保証付債権の譲渡対

象先の拡大を強く要望するもの。

債務者の再生を前提とした信用保証協会

保証付債権の譲渡対象先の拡大により、

金融機関の不良債権の早期処理、債務

者の再生が加速化することが期待でき

る。

具体的要望内容と同様
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他

管理コード

（予定）

制度の

所管官庁

項目

（予定）

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

外国為替及び外国

貿易法第26条第1

項（外国投資家の

定義）、第27条（事

前届出）、第55条の

5（事後報告）

現行外為法に基づき、外国投資家か

どうかの判断は、「非居住者である個

人」または「外国法令に基づいて設立

された法人その他の団体または外国

に主たる事務所を有する法人その他

の団体」により直接又は間接に保有さ

れる議決権の合計が５０％を超えるも

のに関しては、一人又は一社あたり

の持ち分比率に関係なく、総数で５

０％以上であれば、「外国投資家」を

みなしている。

c

（理由）

　ご指摘の点については、多数の外国

機関投資家が株式市場で株式を取得

した場合であっても、個々の投資家間

の関係がどのようなものであるかにつ

いて外形では判断できないことから、

適用除外とすることは不適当である。

また、仮に、個別に審査することとした

場合には、手続が煩雑となり、投資家

等の負担となる。

　対内直接投資については、国の安

全保障等に支障をきたすことになるお

それがある業種等限られた業種につ

いて事前届出制としているが、外国人

による企業支配を管理する観点から、

非居住者等の議決権比率の合計が

50％以上である場合を対象とすること

が適当である。同様に、事後報告につ

いても、国際収支統計や事業所管官

庁において取引の実態を把握する観

点から外国資本の流入の状況を把握

する必要があり、非居住者等の議決

権比率の合計が50％以上である場合

を対象とすることが適当である。

z1100013 経済産業省
外為法に基づく「外国投資家」規制の

適用除外
5039 50390032 11 社団法人 リース事業協会 32

外為法に基づく「外国投資家」規制の

適用除外

「外国投資家」の定義のうち、「非居住者

である個人」または「外国法令に基づい

て設立された法人その他の団体または

外国に主たる事務所を有する法人その他

の団体」により直接または間接に保有さ

れる議決権の合計が50％以上を占める

法人に関し、株式公開企業で極めて多数

の外国機関投資家が株式市場で株式を

取得したことによって、その保有比率合

計が50％以上となってしまったような場

合には、実質的に外国人が事業を支配し

ている場合に当たらないもので、何らか

の適用除外を検討いただきたい。例え

ば、上場会社の場合、株主１名の議決権

比率が20％未満である場合などは、当該

法の規制の趣旨の範囲外であり、適用除

外とする措置等を検討いただきたい。

適正かつ自由な経済活動の実施

本来この規制は、外国人による日本企業

への経営支配を管理するのが目的であ

る。その法の趣旨に鑑みれば、実質的に

外国人が支配している場合に当たらない

ケースでこの規制を適用する必要性はな

いものと考えられる。

外国為替及び外国

貿易法第26条第1

項（外国投資家の

定義）、第27条（事

前届出）、第55条の

5（事後報告）

現行外為法に基づき、外国投資家か

どうかの判断は、「非居住者である個

人」または「外国法令に基づいて設立

された法人その他の団体または外国

に主たる事務所を有する法人その他

の団体」により直接又は間接に保有さ

れる議決権の合計が５０％を超えるも

のに関しては、一人又は一社あたり

の持ち分比率に関係なく、総数で５

０％以上であれば、「外国投資家」を

みなしている。

c

（理由）

　ご指摘の点については、多数の外国

機関投資家が株式市場で株式を取得

した場合であっても、個々の投資家間

の関係がどのようなものであるかにつ

いて外形では判断できないことから、

適用除外とすることは不適当である。

また、仮に、個別に審査することとした

場合には、手続が煩雑となり、投資家

等の負担となる。

　対内直接投資については、国の安

全保障等に支障をきたすことになるお

それがある業種等限られた業種につ

いて事前届出制としているが、外国人

による企業支配を管理する観点から、

非居住者等の議決権比率の合計が

50％以上である場合を対象とすること

が適当である。同様に、事後報告につ

いても、国際収支統計や事業所管官

庁において取引の実態を把握する観

点から外国資本の流入の状況を把握

する必要があり、非居住者等の議決

権比率の合計が50％以上である場合

を対象とすることが適当である。

z1100013 経済産業省
外為法に基づく「外国投資家」規制の

適用除外
5040 50400027 11 オリックス 27

外為法に基づく「外国投資家」規制の

適用除外

「外国投資家」の定義のうち、「非居住者

である個人」または「外国法令に基づい

て設立された法人その他の団体または

外国に主たる事務所を有する法人その他

の団体」により直接または間接に保有さ

れる議決権の合計が50％以上を占める

法人に関し、株式公開企業で極めて多数

の外国機関投資家が株式市場で株式を

取得したことによって、その保有比率合

計が50％以上となってしまったような場

合には、何らかの適用除外を検討いただ

きたい。例えば、上場会社の場合、株主１

名の議決権比率が20％未満である場合

などは、当該法の規制の趣旨の範囲外で

あり、適用除外とする措置等を検討いた

だきたい。

適正かつ自由な経済活動の実施

株式公開企業で極めて多数の外国機関

投資家が株式市場で株式を取得したこと

によって、その保有比率合計が50％以上

となってしまったような場合に、外国為替

及び外国貿易法第27条の事前届出およ

び第55条の5の事後報告を義務付けるの

は過剰ではないかと思われる。

11/24



該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他

管理コード

（予定）

制度の

所管官庁

項目

（予定）

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

中小企業信用保険

法第３条第１項、

中小企業信用保険

法施行令第１条の２

　信用保証協会の保証は原則として

全額保証となっている。

　信用保証取扱機関の対象として、

ファイナンス会社等は対象外としてい

る。

b
Ⅰ、Ⅱ，

Ⅳ

　民間金融機関のモラルハザードを防

止するための措置としては、部分保証

の導入が考えられる。部分保証に関し

ては、中小企業への貸し渋りにつな

がる可能性があるとの声にも留意する

必要がある一方で、金融機関との適

切なリスク分担を図る観点からその推

進が求められている。こうした認識の

もと、売掛債権担保融資保証制度等、

一部制度で部分保証を導入してきた

ところであり、今後、さらに検討を進め

ていくことが必要と考える。

　また、現在信用補完制度の対象とし

ていないファイナンス会社などは、中

小企業の資金供給に一定の役割を果

たしているものの、その実態は極めて

多様であり、現行の対象金融機関に

ついては、旧債振替の防止等の実効

性が確保されるかどうか等の懸念もあ

ることなどから、我が国及び諸外国の

実態や制度等も十分踏まえつつ、慎

重に対応していくことが必要である。

z1100014 経済産業省
中小事業者に対する債務保証制度の

見直し
5039 50390033 11 社団法人 リース事業協会 33

中小事業者に対する債務保証制度の

見直し

中小事業者に対する債務保証制度を見

直すことを要望する。

中小事業者の資金調達の円滑化が期待

できる。

健全な経営を行う中小事業者や新規事

業者の資金調達の円滑化を図る施策は

必要であるが、公的機関の債務保証制度

については、民間金融機関のモラルハ

ザードを防止するための措置を講じる必

要がある。また、資金の供給者を特定の

金融機関に限定する現行の制度は、金融

サービスを提供する事業者のイコール

フッティングという観点から見直すべきで

ある。

商品投資に係る事

業の規制に関する

法律第１７条

商品投資販売業者は顧客と商品投資

契約等を締結した際に契約内容を示

した書面を交付することとなっている。

ｃ －

契約成立時交付書面（１７条書面）とは、商品投

資契約が成立した場合に、後日当事者間にそ

の内容を巡る紛争が発生することを回避するた

め、成立した契約の内容を書面に記載し、顧客

に対し交付することにより、その明確化を図る趣

旨から交付を求めているものである。

また、契約成立前交付書面（１６条書面）とは、

投資家が商品投資契約を締結するか否かを判

断する際の材料として、当該契約の内容（商品

ファンドの概要）を記載した書面を事前に交付す

ることにより、投資家の理解を促す趣旨から交付

を求めているものである。

上記のとおり、これらは各々が違う役割を持って

おり、投資家と販売業者間の紛争を回避し、法

目的である投資家保護を徹底していると考えて

いる。

よって、契約成立時交付書面（１７条書面）を撤

廃することは、顧客が契約内容を把握できなくな

る等、投資家保護上問題があり対応は困難で

ある。

また、当該書面の記載内容については、昨年

度における要望に基づき検討した結果、一部記

載事項（「顧客の商号、名称又は氏名及び住

所」）を緩和している。（商品投資販売業者の業

務に関する命令の一部を改正する命令（平成１

６年３月３１日施行））

z1100015 経済産業省 契約成立時交付書面の全面撤廃 5039 50390054 21 社団法人 リース事業協会 54 商品ファンドに係る規制撤廃・緩和
「契約成立時交付書面」の全面撤廃を要

望する。

・年金資金の運用・商品ファンドの運用に

投資顧問の起用・バックオフィス業務の

簡素化・商品ファンドの運用コストの軽

減・投資家への多様な商品の提供・映画

ファンドの振興を通じた映画制作・配給・

興行業界の活性化

契約成立時書面の撤廃は、リスク商品の情報開示

後退と取られる可能性もあるために措置が難しい項

目であると考えられるが、この契約成立時書面を交

付する直前に、より詳細な目論見書（契約成立前書

面）を交付しており、同等以下の内容の書面を再度

交付することは、投資家に時間的・金銭的コストを負

担させるだけで、情報開示には役立っていない。契

約成立時の書面の交付義務は証取法など、他の類

似の法律においては存在せず、明らかに過剰規制

である。いち早く撤廃をすべきである｡
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他

管理コード

（予定）

制度の

所管官庁

項目

（予定）

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

商品投資に係る事

業の規制に関する

法律第１７条

商品投資販売業者は顧客と商品投資

契約等を締結した際に契約内容を示

した書面を交付することとなっている。

ｃ －

契約成立時交付書面（１７条書面）と

は、商品投資契約が成立した場合に、

後日当事者間にその内容を巡る紛争

が発生することを回避するため、成立

した契約の内容を書面に記載し、顧客

に対し交付することにより、その明確

化を図る趣旨から交付を求めているも

のである。

また、契約成立前交付書面（１６条書

面）とは、投資家が商品投資契約を締

結するか否かを判断する際の材料とし

て、当該契約の内容（商品ファンドの

概要）を記載した書面を事前に交付す

ることにより、投資家の理解を促す趣

旨から交付を求めているものである。

上記のとおり、これらは各々が違う役

割を持っており、投資家と販売業者間

の紛争を回避し、法目的である投資家

保護を徹底していると考えている。

よって、契約成立時交付書面（１７条書

面）を撤廃することは、顧客が契約内

容を把握できなくなる等、投資家保護

上問題があり対応は困難である。

また、当該書面の記載内容について

は、昨年度における要望に基づき検

討した結果、一部記載事項（「顧客の

商号、名称又は氏名及び住所」）を緩

和している。（商品投資販売業者の業

務に関する命令の一部を改正する命

令（平成１６年３月３１日施行））

z1100015 経済産業省 契約成立時交付書面の全面撤廃 5040 50400024 21 オリックス 24 商品ファンドに係る規制撤廃・緩和
「契約成立時交付書面」の全面撤廃を要

望する。

・年金資金の運用・商品ファンドの運用に

投資顧問の起用・バックオフィス業務の

簡素化・商品ファンドの運用コストの軽

減・投資家への多様な商品の提供・映画

ファンドの振興を通じた映画制作・配給・

興行業界の活性化

契約成立時書面の撤廃は、リスク商品の情報開示

後退と取られる可能性もあるために措置が難しい項

目であると考えられるが、この契約成立時書面を交

付する直前に、より詳細な目論見書（契約成立前書

面）を交付しており、同等以下の内容の書面を再度

交付することは、投資家に時間的・金銭的コストを負

担させるだけで、情報開示には役立っていない。契

約成立時の書面の交付義務は証取法など、他の類

似の法律においては存在せず、明らかに過剰規制

である。いち早く撤廃をすべきである｡

特定商取引に関す

る法律第１１条、第１

２条の２

販売事業者又は役務提供事業者は、

通信販売をする場合の指定商品若しく

は指定権利の販売条件又は指定役務

の提供条件について電子メールによ

り広告するときは、相手方が広告メー

ルの受け取りを希望しない旨の意思

を表示するための連絡方法等を表示

しなければならない。また、広告メー

ルの受け取りを希望しない旨の意思

の表示を受けているときは、その者に

対し、再度広告メールの提供を行って

はならない。

c

特定商取引法は、事業者と消費者と

の間でトラブルを生じやすい特定の取

引を公正にし、一般消費者等が不当

な損害を被ることを防止するための法

律である。本法の適用除外を拡大する

ことについては、消費者保護の観点

から、慎重な検討が必要である。「事

業者とその株式の過半数を保有する

会社の従業員」との関係は、会社の内

部自治の範囲を超えたものであり、消

費者保護の観点からも、本法の適用

除外とすることは不適切であると考え

る。

z1100016 経済産業省 電子メールによる広告規制について 5039 50390057 11 社団法人 リース事業協会 57 電子メールによる広告規制について

電子メールによる広告規制については、

「事業者がその従業員に対して行なう販

売又は役務の提供」に加えて「事業者が

その株式の過半数を保有する会社の従

業員に対して行なう販売又は役務の提

供」も適用除外とすることを要望する。

事業者の効率性の向上

グループ会社の従業員に対して、事業所

に設置された従業員用のパソコンのアド

レスに広告を送信する場合、広告の提供

を希望しない旨の意思表示を受けている

グループ会社の従業員を除外して、広告

を送信することは非効率な作業となる。一

方で、除外せずに一斉送信したとしても、

グループ会社の従業員にとって損害に繋

がることは考え難い。昨年、同要望に対し

て経済産業省から「事業者とその株式の

過半数を保有する会社の従業員との関係

は、内部自治の問題であるとは言えず、

特定商取引に関する法律の適用除外と

することは困難である。」との回答が示さ

れた。また、総務省から、「今回の要望に

ある広告の提供を希望しない旨の意思表

示をしているｸﾞﾙｰﾌﾟ会社の従業員に対し

ても、あらかじめ同意を得れば広告メー

ルを送信することは何ら問題がないもの

と考えるが、受信を拒否している者に対

する送信を、認めることはできない｡」との

回答が示された。特定商取引に関する法

律について、株式の過半数を保有する会

社を子会社として内部自治の問題の範疇

と考えることは可能と思われる。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他

管理コード

（予定）

制度の

所管官庁

項目

（予定）

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

特定商取引に関す

る法律第１１条、第１

２条の２

販売事業者又は役務提供事業者は、

通信販売をする場合の指定商品若しく

は指定権利の販売条件又は指定役務

の提供条件について電子メールによ

り広告するときは、相手方が広告メー

ルの受け取りを希望しない旨の意思

を表示するための連絡方法等を表示

しなければならない。また、広告メー

ルの受け取りを希望しない旨の意思

の表示を受けているときは、その者に

対し、再度広告メールの提供を行って

はならない。

c

特定商取引法は、事業者と消費者と

の間でトラブルを生じやすい特定の取

引を公正にし、一般消費者等が不当

な損害を被ることを防止するための法

律である。本法の適用除外を拡大する

ことについては、消費者保護の観点

から、慎重な検討が必要である。「事

業者とその株式の過半数を保有する

会社の従業員」との関係は、会社の内

部自治の範囲を超えたものであり、消

費者保護の観点からも、本法の適用

除外とすることは不適切であると考え

る。

z1100016 経済産業省 電子メールによる広告規制について 5040 50400030 11 オリックス 30 電子メールによる広告規制について

電子メールによる広告規制については、

「事業者がその従業員に対して行なう販

売又は役務の提供」に加えて「事業者が

その株式の過半数を保有する会社の従

業員に対して行なう販売又は役務の提

供」も適用除外とすることを要望する。

事業者の効率性の向上

グループ会社の従業員に対して、事業所

に設置された従業員用のパソコンのアド

レスに広告を送信する場合、広告の提供

を希望しない旨の意思表示を受けている

グループ会社の従業員を除外して、広告

を送信することは非効率な作業となる。一

方で、除外せずに一斉送信したとしても、

グループ会社の従業員にとって損害に繋

がることは考え難い。昨年、同要望に対し

て経済産業省から「事業者とその株式の

過半数を保有する会社の従業員との関係

は、内部自治の問題であるとは言えず、

特定商取引に関する法律の適用除外と

することは困難である。」との回答が示さ

れた。また、総務省から、「今回の要望に

ある広告の提供を希望しない旨の意思表

示をしているｸﾞﾙｰﾌﾟ会社の従業員に対し

ても、あらかじめ同意を得れば広告メー

ルを送信することは何ら問題がないもの

と考えるが、受信を拒否している者に対

する送信を、認めることはできない｡」との

回答が示された。特定商取引に関する法

律について、株式の過半数を保有する会

社を子会社として内部自治の問題の範疇

と考えることは可能と思われる。

投資事業有限責任

組合契約に関する

法律

左記法律については、第１５９回通常

国会において、改正法案を提出。平成

１６年４月１４日に可決・成立し、同月３

０日に施行済み。

c

本法の目的である「事業者への円滑

な資金供給」という観点から、第１５９

回通常国会において、中小企業要件

や未公開企業要件を撤廃するととも

に、社債・金銭債権の取得、金銭の貸

付けなどファンドの機能を追加する改

正がなされたところ。本件について

は、他の法律などとも比較検討を行っ

た結果、本法の目的にかんがみ、投

資事業有限責任組合法の改正によっ

ては対応できないという結論を得た。

z1100017 経済産業省
有限責任組合制度の整備／取得財産

の限定の廃止
5040 50400010 11 オリックス 10

有限責任組合制度の整備／取得財産

の限定の廃止

「中小企業等投資事業有限責任組合法」

の改正により、投資対象範囲の中小企

業・未公開企業要件が撤廃され、株式等

に加え「社債、金銭債権の取得、金銭の

貸付」が認められた。しかし、投資ビーク

ルの法制であるから、「社債、金銭債権の

取得、金銭の貸付」の追加に留まらず、対

象資産の制限を設けない、純粋なビーク

ル法制とするべき。

有限責任組合により、不動産、動産を取

得する。

・責任の有限性を担保するための制度の

整備の必要性は、投資対象の相違によっ

て異なるものではなく、ビークル法制で投

資対象を制限すべき理由はない。(米国

にはこのような制限はないことも考慮す

べきである。）

・投資は、いろいろな規模、対象物等が

あって、投資の組成はそれに見合った法

的構成を選択できることが望ましい。合資

会社を利用すべしというのはニーズに合

わない。

・経済活性化のためにリスクマネーを投

資に向かって動きやすくすることが重要

である。投資スキームのためのビークル

法制を整備し、法的な安定を与えることが

重要であり、リミッテッド・パートナーシッ

プ法の整備を要望する。
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他

管理コード

（予定）

制度の

所管官庁

項目

（予定）

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

中小企業信用保険

法第３条第１項、

中小企業信用保険

法施行令第１条の２

　信用保証協会の保証は原則として

全額保証となっている。

　信用保証取扱機関の対象として、

ファイナンス会社等は対象外としてい

る。

b
Ⅰ、Ⅱ，

Ⅳ

　民間金融機関のモラルハザードを防

止するための措置としては、部分保証

の導入が考えられる。部分保証に関し

ては、中小企業への貸し渋りにつな

がる可能性があるとの声にも留意する

必要がある一方で、金融機関との適

切なリスク分担を図る観点からその推

進が求められている。こうした認識の

もと、売掛債権担保融資保証制度等、

一部制度で部分保証を導入してきた

ところであり、今後、さらに検討を進め

ていくことが必要と考える。

　また、現在信用補完制度の対象とし

ていないファイナンス会社などは、中

小企業の資金供給に一定の役割を果

たしているものの、その実態は極めて

多様であり、現行の対象金融機関に

ついては、旧債振替の防止等の実効

性が確保されるかどうか等の懸念もあ

ることなどから、我が国及び諸外国の

実態や制度等も十分踏まえつつ、慎

重に対応していくことが必要である。

z1100018 経済産業省
中小事業者に対する債務保証制度の

見直し
5040 50400017 11 オリックス 17

中小事業者に対する債務保証制度の

見直し

中小事業者に対する債務保証制度を見

直すことを要望する。

中小事業者の資金調達の円滑化が期待

できる。

健全な経営を行う中小事業者や新規事

業者の資金調達の円滑化を図る施策は

必要であるが、公的機関の債務保証制度

については、民間金融機関のモラルハ

ザードを防止するための措置を講じる必

要がある。また、資金の供給者を特定の

金融機関に限定する現行の制度は、金融

サービスを提供する事業者のイコール

フッティングという観点から見直すべきで

ある。

中小企業信用保険

法第３条第５項

中小企業信用保険

法施行令第１条の３

　保証付債権の譲渡対象先は銀行等

の金融機関などに限定されている。
ｂ Ⅰ，Ⅱ

　金融機関の不良債権の円滑な処理

や債務者の再生については、今後と

も促進を図っていく必要がある。一方

で、保証付債権の譲渡対象先を広げ

ることが、中小企業者をはじめとした

関係者にどのような影響を及ぼすの

かについては、慎重に見極める必要

がある。今後、関係機関との協議等を

通じて、適切な制度のあり方を検討し

てまいりたい。

z1100019 経済産業省
信用保証協会保証付債権の譲渡対象

先の拡大
5040 50400018 11 オリックス 18

信用保証協会保証付債権の譲渡対象

先の拡大

 中小企業保険法により信用保証協会保

証付債権の譲渡の相手方としては銀行

等の金融機関と整理回収機構・産業再生

機構に限定されている。現在、金融庁策

定のﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟﾊﾞﾝｷﾝｸﾞのｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗ

ﾑ、金融再生ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ等に基づき、各金融

機関はﾃﾞｯﾄ型の再生ﾌｧﾝﾄﾞ、ｻｰﾋﾞｻｰ会社

などを活用し、債務者の再生を図ることを

積極的に企図しているが、再生ﾌｧﾝﾄﾞ、ｻｰ

ﾋﾞｻｰ会社に保証付債権の売却ができな

いことが、金融機関の不良債権の早期処

理、債務者の再生にとって大きな阻害要

因となっている。一方で、保証付債権が

整理回収機構・産業再生機構に譲渡され

た債務者に対しては同じく中小企業保険

法によりｾｰﾌｲﾃｨﾈｯﾄ保証の拡充が図られ

ており、官民格差が大きい。よって、法改

正あるいは、一定の条件（ｅｘ.再生支援協

議会が認定した再生計画案に基づく、債

権譲渡であれば認める）を付したうえで

の、信用保証協会保証付債権の譲渡対

象先の拡大を強く要望するもの。

債務者の再生を前提とした信用保証協会

保証付債権の譲渡対象先の拡大により、

金融機関の不良債権の早期処理、債務

者の再生が加速化することが期待でき

る。

具体的要望内容と同様
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該当法令等 制度の現状
措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他

管理コード

（予定）

制度の

所管官庁

項目

（予定）

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

・エネルギーの使用

の合理化に関する

法律（省エネルギー

法）

・「夏季の省エネル

ギー対策につい

て」（省エネル

ギー・省資源対策

推進会議省庁連絡

会議決定文）

・労働安全衛生法

事務所衛生基準規

則第５条第３項

　省エネルギー・省資源対策推進会議

省庁連絡会議決定文（以下、「決定

文」）の、５ページ③で「冷房中の室温

が２８℃を下回らないよう適切に調整

する等、エネルギー消費について適

正な管理を行うこと」については、省

エネルギー対策の観点から、目安とし

て２８℃を下回らないようにする旨を記

載しているものである。過度の冷房を

抑制するために具体的に温度を明示

しており、次に続く「エネルギー消費

について適正な管理を行うこと」が協

力要請の項目となっている。

　一方、事務所衛生基準規則（以下、

「事務所則」という。）第5条第3項「事

業者は、中央管理方式の空気調和設

備を設けている場合は、室の気温が

十七度以上二十八度以下及び相対湿

度が四十パーセント以上七十パーセ

ント以下になるように努めなければな

らない」については、空気調和設備を

設けている場合における室の気温お

よび相対湿度の努力目標値を定めて

いるものであるが、本条は、事務所に

おける健康的な労働環境の確保のた

め必要なものである。

　オフィス等においては、労働者の健

康の確保が基本であることから、事務

所則の規定を遵守した上で、省エネル

ギー対策を行って頂くのが現状であ

る。

a

省エネ

ル

ギー・

省資源

対策推

進会議

省庁連

絡会議

決定文

の表現

の変更

の検討

　省エネルギー・省資源対策推進会議

省庁連絡会議決定文については、「２

８℃を下回らないよう」という表現にし

ており、「２８℃」は努力目標として定

められているもので、「エネルギー消

費について適正な管理を行うこと」の

具体例としてあげている。一方、事務

所衛生基準規則については、健康的

な労働環境の確保のため必要なもの

として定められている。

　従って、「２８℃を下回らないよう」と

いう表現が要望内容にあるような問

題を生じさせるのであれば、事務所則

と整合性がとれる表現となるよう当省

として１７年度の決定文策定の際に、

実現に向けた取組を行う。

z1100020 経済産業省
事業所の室温等規制にかかる、規制

の整合性確保
5042 50420008 11 ソニー㈱ 8

事業所の室温等規制にかかる、規制

の整合性確保

省エネルギー・省資源対策推進会議指

針、労働安全衛生法事務所衛生基準規

則第５条第３項の両規定の整合性を持た

せる方向で（例えば指針と規則の数値統

一化、または規則の基準緩和など）、規定

の整理につき検討されたい。

省エネルギーの視点から規定が整理され

た場合、夏場では状況に応じて冷房の温

度を高めに設定できるため、省エネ対策

に資するものと考える。

　内閣に設置されている省エネルギー・省資源対策

推進会議は毎年、同会議の決定事項（以下、指針）

として「夏季の省エネルギー対策について」を出し

ている（実施状況について経済産業省資源エネル

ギー庁が毎年、調査している）。そこでは住宅、ビル

等におけるエネルギー管理につき、「冷房中の室温

が２８℃を下回らないよう適切に調整する等、エネ

ルギー消費について適正な管理を行うこと」として

いる（湿度は規定なし。冬季は２０℃以下）。しかし

一方、労働安全衛生法事務所衛生基準規則第５条

第３項では「事業所は中央管理方式の空調調和設

備を設けている場合は、室の気温が１７度以上２８

度以下及び相対湿度が４０パーセント以上７０パー

セント以下になるように努めなければならない」との

規定を設けている。前者の指針と後者の規則との間

に「運用上」の矛盾が生じており問題である。

　室温等規制につき、指針については直接、国民

の権利義務にかかわる規定ではないが、政府とし

て広く国民に協力要請を行っており、また規則につ

いては罰則等を伴わない努力規定である。しかし一

企業としてコンプライアンスを推進する観点から、国

からの指針や努力規定がおかれている以上、適切

にそれらに従うよう、取り組んでいる次第である。し

たがって両規定の趣旨に副えば、夏場であれば両

規定を満たす温度は２８℃ということになるが、事務

所エリアの空調は±２～３℃程度の制御が実情で

あり、２８℃に保ち続けることは実質的に難しい。両

規定に整合性を持たせる必要があると考える。

関税暫定措置法第

２条第１項

高硫黄Ｃ重油の関税率は、３，２０２円

／ＫＬである。
ｂ Ⅰ

石油関税は平成１７年度末まで財政関

税として位置づけられているため、現

時点では関税率を見直すことは困難

であるが、平成１８年度以降の高濃度

Ｃ重油関税の在り方については、平

成１７年度末までに見直しを行う。

z1100021 経済産業省
ハイサルファーＣ重油の関税の撤廃も

しくは見直し
5043 50430001 11 日本製紙連合会 1

ハイサルファーＣ重油の関税の撤廃も

しくは見直し

現行の重油関税率（平成１７年度まで）

で、ハイサルファーＣ重油の税額は３，２０

２円／ＫＬであるが、基本税率（３９０円／

ＫＬ）へ軽減するか撤廃して欲しい。

我が国産業の国際競争力強化のため

に、是非ともハイサルファーＣ重油の関税

を撤廃若しくは基本税率まで早急に引き

下げて欲しい。
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該当法令等 制度の現状
措置の
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措置の概要（対応策） その他

管理コード

（予定）

制度の

所管官庁

項目

（予定）

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項

（事項名）

具体的

要望内容

具体的事業の

実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

石油の備蓄の確保

等に関する法律

（１）我が国への石油供給が不足する

等の事態が生じた場合においても、

石油の安定供給を確保し、国民生活

の安定と国民経済の円滑な運営に資

するために、石油の備蓄の確保等に

関する法律に基づき、石油精製業者

等に対して、全ての油種を対象に備

蓄の義務を課している。　（２）国際的

には、ＩＥＡは石油の純輸入量の９０日

分につき、加盟国に対し備蓄義務を課

している。　（３）我が国は、原油５０００

万KLの国家備蓄に加え、石油精製業

者等に対して前１２か月の石油生産量

等の７０日分を基準備蓄量とする備蓄

義務を課している。

ｃ

（１）石油備蓄は、我が国への石油の

供給が不足する等の事態が生じた場

合においても石油の安定供給を確保

し、国民生活の安定と国民経済の円

滑な運営に資するためのものである。

（２）自家消費用の石油について備蓄

義務を軽減した場合、我が国の石油

安定供給を確保するために必要な民

間備蓄の水準が維持できなくなる恐

れがあり、緊急時において国民生活

の安定と国民経済の円滑な運営に問

題が生じることとなる。このため、自家

消費用の石油についても備蓄義務を

課しているところである。

（３）国際的にも、ＩＥＡにより、他人に

譲り渡すか自己で消費するかを問わ

ず純輸入量に対して９０日分の備蓄義

務が課せられているとともに、実際に

主要国においても、民間企業の自家

消費用の輸入にも備蓄義務が課せら

れている。

（４）なお、備蓄石油を保有することに

伴う負担の軽減のために、備蓄義務

者に対しては、従来より備蓄石油購入

資金に対する低利融資を実施してい

る。

z1100022 経済産業省
自家消費を目的とするＣ重油の備蓄

義務の軽減
5043 50430002 11 日本製紙連合会 2

自家消費を目的とするＣ重油の備蓄

義務の軽減

石油の備蓄の確保等に関する法律で輸

入業者（ハイサルファーＣ重油輸入の需

要家等）も７０日分の備蓄を義務付けられ

ているのを免除して欲しい。

現在､ハイサルファーＣ重油を輸入するた

めには、需用家が７０日分の備蓄をしなけ

ればならない（輸入重油１日当たり使用

量の７０日分）。当業界の重油使用量は総

エネルギーの１／３を占めているため、備

蓄に係わるコストが国際競争力の低下を

招いている。

電気事業者による

新エネルギー等の

利用に関する特別

措置法

・小売電気事業者（一般電気事業者、

特定電気事業者、特定規模電気事業

者）に対し、毎年度、販売する電力量

に応じて、基準利用量以上の新エネ

ルギー等（風力、太陽光、地熱、中小

水力、バイオマス）電気を利用するこ

とを義務づける法律。

・義務履行には経済産業大臣の認定

を受けた設備を用いて発電された新

エネルギー等電気が用いられる。

・経済産業大臣の設備認定を受ける

ためには、発電設備及びその発電の

方法が経済産業省令で定める基準に

適合している必要がある。

ｄ

（要望内容に不明確な点があったこと

から、趣旨を推定し回答するもの。）

・本法（以下、ＲＰＳ法）では、電気事

業者に対し、毎年度、基準利用量以上

の新エネルギー等電気の利用を義務

づけていることから、当該電気の量を

的確に測定(計量)することが必須と

なっている。

・また、一般に計量に用いる計器等に

ついては、計量法（平成４年法律第５１

号）上の規定を遵守する必要があるた

め、上記の電気の量の測定に供する

電力量計についても、設備認定の際

に、計量法の規定に違反していない

ことを確認している。

・したがって、「要望理由」にある「電

力測定設備」が、ＲＰＳ法第５条に基

づく新エネルギー等電気の利用に供

する電気の量を測定するための電力

量計を指し、「要望理由」にある「測定

設備製造元の試験結果」によって、当

該「電力測定設備」が計量法第１６条

の規定に違反していないことが証明

されれば、上記要件を満たすための

既存の設備の処置は不要となる。

z1100023 経済産業省 新エネ量測定設備の選択制導入 5043 50430005 11 日本製紙連合会 5 新エネ量測定設備の選択制導入

経済産業省令に沿う設備だけではなく、

測定設備製造元の試験結果を使用させ

て欲しい。

「新エネルギー等発電設備認定」におい

て、電力測定設備は経済産業省令で定

める「新エネルギー等電気の供給量を的

確に計測できる構造であること」とされて

おり、既存の設備を利用する場合は省令

に沿うべく処置せねばならず、その費用

が数百万円、更に数ヶ月の日数を要す

る。新エネルギーについては、入熱（燃

料）の発熱量、成分測定値のばらつきが

大きいので、出熱（発電量）測定精度を上

げても意味が無い。測定設備製造元の試

験結果を使用させて欲しい。
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該当法令等 制度の現状
措置の
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実施内容
要望理由

その他

（特記事項）

高圧ガス保安法第

４４条

容器保安規則第６

条、第７条、第１６

条、第１７条

１．容器の製造又は輸入をした者は、

経済産業大臣、高圧ガス保安協会等

が経済産業省令で定める方法により

容器検査を受け、これに合格したもの

として刻印等がされているものでなけ

れば、当該容器を譲渡し又は引き渡し

てはならない。

２．容器検査においては、その容器が

経済産業省令で定める容器の規格に

適合するときは、これを合格とする。

ｂ Ⅲ

１．ＬＰガス自動車の燃料容器・付属

品のUN-ECE基準67号への適合

　事業者が実験データを取得し例示基

準案を作成・提出し、第３者機関（高圧

ガス保安協会）による安全性の検証、

評価が行われ、経済産業省において

安全性が確認されれば例示基準の制

定及び省令の改正を１年以内に行う。

２．UN-ECE基準67号適合の燃料容

器・付属品の国内検査の省略

　１．の措置が講じられた後、登録を受

けて外国において本邦に輸出される

容器の製造の事業を行う者（外国登

録容器製造業者）が製造した容器で

あって、刻印等がなされているものに

ついては、容器検査は不要となる。

（３．については、高圧ガス保安法上

の規制に関する事項ではないため、

回答する立場にない）

z1100024 経済産業省

LPガス自動車における燃料容器・附

属品のUN-ECE自動車基準67号との

整合化・相互認証化

5058 50580001 11
コープ低公害車開発　株式会

社
1

LPガス自動車における燃料容器・附

属品のUN-ECE自動車基準67号との

整合化・相互認証化

１．LPガス自動車の燃料容器・附属品の

UN－ECE基準67号（LPG車の構造）への

整合　　　　　　　　　２．UN-ECE基準67号適

合の燃料容器・附属品の国内検査の省

略　　　　　　　　　　　３．日本におけるUN-

ECE基準67号の検査認証機関を高圧ガ

ス保安協会を指定

・・・・・・・・・・・・現在の法体系では国際

基準として国連欧州経済委員会自動車

部会（1958年協定）と整合せず、日本へ

こうした部品や、それらを組み込んだ完

成自動車の輸入は事実上不可能である。

世界中でこの基準を満たした製品の輸入

や走行は、大半の国で相互認証又はみ

なし認証されているが、日本だけは、い

ずれも認められていない。このため、

ユーザーは選択する権利を失うと共に、

日本からのLPガス自動車輸出も困難と

なり、国際競争力の低下も懸念される。本

要望は燃料容器・附属品について、UN-

ECE自動車基準との整合を要望し、法令

の改正を求めるものである。

・UN-ECE基準67号に適合した部品を使

用したLPガス自動車の販売、改造

・UN-ECE基準67号に整合した部品を使

用した海外LPガス自動車の国内販売

・海外向けにUN-ECE基準67号に適合し

たLPガス自動車の輸出　　　　　　　　・市

場規模　　　　　　　約40億円規模

現状のLPガス自動車では「燃料タンク・バルブ等」と

「自動車本体」が、それぞれ高圧ガス保安法と道路

運送車両の保安基準の２つで規制されている。とこ

ろが、高圧ガス保安法では、自動車の国際基準とし

て日本も批准しているUN-ECE基準67号の適合品

は、部品単体、車両組み込みの完成車状態でも、

国内で再度検査を求められ、事実上輸入が不可能

になっている。また、日本で容器検査のために車

両からおろすと、国土交通省の型式認定制度を取得

できない。世界各国で「自動車分野の国際基準」と

してECE基準又はグローバル協定として相互認証又

は認証品の受入（国内検査の省略）が行われてお

り、約830万台のLPガス自動車が走行している。高

圧ガス保安法において「UN-ECE基準67号との整

合」が行われ、国際基準と整合化が行われる事で、

海外で大規模流通している（約830万台）部品を使用

することでのLPガス自動車のコストダウンによる消

費者メリット、国内自動車メーカーのLPガス自動車

の輸出可能性が出てくる。また、現状日本の部品

メーカーは、UN-ECE基準67号認証を受ける為に欧

州まで行き認証を受けているが、この部品は日本国

内で使用ができないという矛盾を抱えており、経済

的な損失は極めて大きく、日本においても燃料容

器・附属品部分については、現状の高圧ガス保安

協会等を認証機関とすることで国外における競争力

強化となるため整合性を求めるものである。尚、本

件に関して平成11年に当社からも内閣府OTO室を

通じて要望をしたが、状況は変化していない。

参考資料　　　　　　　・平

成11年旧通産省規制緩

和要望事項　    ・平成

11年旧経済企画庁（現

内閣府）OTO申し立て内

容　　　    　・駐日欧州委

員会代表部　要望事項

・UN-ECE基準とは

高圧ガス保安法第

４４条

容器保安規則第６

条、第７条、第１６

条、第１７条

１．液化石油ガス自動車燃料装置用

容器については、経過年数２０年未満

のものは、６年ごと、経過年数２０年異

常のものは２年ごとに容器再検査を行

わなければならない。

２．溶接容器の再検査においては、外

観検査及び耐圧試験等を行う。

ｂ Ⅲ

事業者が実験データを取得・提出し、

安全性を検証、評価した上で、安全性

が確認されれば経済産業省において

省令の改正を１年以内に行う。

z1100025 経済産業省
LPガス自動車における燃料容器・附

属品の検査方法の変更
5058 50580002 11

コープ低公害車開発　株式会

社
2

LPガス自動車における燃料容器・附

属品の検査方法の変更

LPガス自動車において、燃料タンクとし

ての容器・附属品の検査周期は6年であ

り、車検期間に整合せずかつ検査時には

燃料容器を取外し、耐圧検査とバルブを

交換し再検査する。しかし、諸外国では

15年の使用期限に基づき車検時に車載

したまま検査している。日本においては

LPガス（2～8気圧）より更に高圧（200

気圧）CNG車において容器検査は、車両

搭載のままで車検時に合わせて分解検

査がない。LPガス自動車についても、

CNG車と同様に15年の容器期限と再検

査方法の変更を求める。

自治体の清掃車・生協・一般運送業で使

用されるLPガス燃料のトラック（約2.5万

台）、業務用LPガス乗用車等（約24万

台）の検査費用軽減（約5－8万円）、検

査方法変更による需要の拡大

トラック・乗用車等で同等の使用条件の

LPガス自動車とCNG自動車での検査条

件が異なる事はユーザーにとり不便であ

る。本来は同等の点検整備条件にて、双

方の利点を生かしつつ低公害化を図るべ

きであるが、200気圧という高圧ガスを使

用するCNG車が、車両搭載のままで分解

整備を要さず検査でき、2気圧程度の低

圧なLPガスを使用する自動車が、車両か

ら下ろし分解検査が必要な明確な理由が

ない。過去に平成９年に要望をしたが、検

査方法は変更されず、検査期間が4年か

ら6年に延長されたのみで、車検整合や

点検方法の変更はされなかった。

平成8年1月の高圧ガス

及び火薬類保安審議会

答申において、「容器再

検査及び附属品検査に

係る検査周期について

は、高圧ガス容器等の品

質の向上にかんがみ、今

後、技術的な実証その他

の検討を行った上で、延

長の方向で見直すべき

である。」旨の指摘を受

け、所管省においては、

問題提起を受け、現在、

関係事業者等を含めた

委員会において、検査周

期等の見直しも含めた容

器再検査全体の今後の

在り方を検討、平成9年

度中に結果を出すべく取

り組むこととしたが、自動

車用については検査期

間の2年延長のみとなっ

た。
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「化学物質の審査

及び製造等の規制

に関する法律の運

用について」

（平成16年3月25

日　薬食発第

0325001号、

平成16･03･19第３

号

環保企発第

040325001)

「化学物質の審査及び製造等の規制

に関する法律（化審法）」において

は、有害な化学物質が環境を経由し

て人の健康又は動植物の生息・生育

に与える影響を未然に防止することを

目的に、新規化学物質(高分子化合物

を含む)を製造又は輸入しようとする者

は、あらかじめ厚生労働大臣、経済産

業大臣及び環境大臣に必要事項を届

け出ることとされている。

c

化学物質の構成モノマーが全て既存

化学物質や届出済みの新規化学物質

であっても、合成された化学物質は構

成モノマーとは別の物質として有害な

性質を有する可能性があることから、

化審法の目的に照らして、組成が異

なるポリマーはそれぞれ新規化学物

質としての届出と審査を行うことが必

要である。なお、各国の化学物質規制

法における新規化学物質(高分子化

合物を含む)の取扱いについて、

OECD等の場においてその整合化に

係る議論が行われており、そこで結論

が得られた場合にはそれらを踏まえ

て再検討することが適当であり、現時

点で規制緩和を講じることは時期尚早

であると考える。

z1100026 経済産業省

化審法において全ての構成モノマー

が登録されているポリマーは登録免

除とする改正
5062 50620001 11 化成品工業協会 1

化審法において全ての構成モノマー

が登録されているポリマーは登録免

除とする改正

化審法におけるポリマーの取扱いにつ

いては、一般の化学物質と同様にポリ

マーごとに登録することになっています

が、欧州（EINECS)や米国(TSCA)の制度

と同様に、当該ポリマーの構成モノマー

が既に登録されていれば、新たな登録が

必要でなくなるように改正していただき

たい

ポリマーは単一モノマーから成るものと

複数のモノマーの組み合わせで構成され

ているものがあり、種類は後者が圧倒的

に多数である。したがって、化審法では

若干の組成の違いでも別のポリマーとし

て登録する必要があり、類似ポリマーの

登録数が不必要に多くなって、事業者の

みならず規制側である国にも過大な負担

をかけている。化審法が欧米制度のよう

に改正されれば、この負担が大幅に軽減

される。

化学物質の審査及

び製造等の規制に

関する法律（化審

法）

「化学物質の審査及び製造等の規制

に関する法律（化審法）」において

は、新規化学物質を製造又は輸入す

る場合にはあらかじめ届け出て判定

結果を受けることが必要であり、判定

において用いられる試験方法及び試

験を実施する施設に関する優良試験

所基準（GLP）が定められている。試

験方法についてはOECDテストガイド

ラインに、GLPについてはOECD-GLP

原則に準拠している。

ｅ

化審法に関連する試験方法、ＧＬＰは

左記のとおり国際的に調和している。

また、これらの試験データの相互受け

入れについては、ＯＥＣＤの「化学物

質の評価におけるデータ相互受け入

れに関する理事会決定」において、Ｏ

ＥＣＤテストガイドライン及びＯＥＣＤ優

良試験所基準（ＧＬＰ）に基づいてあ

る加盟国（本プログラムに参加する非

加盟国を含む。以下同じ。）で得られ

た試験データは、他の加盟国の評価

においても受入れられると規定されて

おり、既に対応されているものであ

る。従って、当該事項は事実誤認であ

る。

z1100027 経済産業省

化学物質の

試験方法の国際統一と試験結果の相

互認証の促進
5062 50620002 11 化成品工業協会 2

化学物質の

試験方法の国際統一と試験結果の相

互認証の促進

化審法に関連して、

化学物質の試験項目・試験方法の国際

的な共通化および

試験結果の世界的な

相互認証を促進していただきたい

産業のグローバル化

に伴って、１つの新規化学物質を上市す

る国数が増加し、それにかかる費用と時

間も非常に増大しています。

試験項目と規制にかかる判定基準は各

国の国情によって設定されるべき部分が

多いと考えられるが、試験方法と試験結

果（データ）は国際的に共通化・相互認

証

できる項目であり、産業のグローバル化

に対応して促進されるべきである
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石油代替エネル

ギーの開発及び導

入の促進に関する

法律

新エネルギー利用

等の促進に関する

特別措置法

石油代替エネルギーの開発及び導入

の促進に関する法律

エネルギーの安定的かつ適切な供給

の確保の観点から、１９８０年に石油代

替エネルギーの開発・導入の法的枠

組みとして石油代替エネルギーの開

発及び導入の促進に関する法律が制

定された。この法律により、政府は石

油代替エネルギーの供給目標の策

定・公表等を行うこととなっている。

新エネルギー利用等の促進に関する

特別措置法

第２条において、新エネルギーを「代

エネ法第２条に規定する石油代替エネ

ルギーを製造し、若しくは発生させ、又

は利用すること及び電気を変換して得

られる動力を利用することのうち、経済

性の面における制約から普及が十分

でないものであって、その促進を図る

ことが石油代替エネルギーの導入を

図るため特に必要なものとして政令

で定めるもの」と定義し、政策的支援

を講じている。

b Ⅰ

これまでエネルギー供給の主要な部分を占め

てきた石油については、石油代替エネルギー

の開発及び導入の促進に関する法律（代エネ

法）の制定以来、我が国の石油依存度の低下、

緊急時のための備蓄の充実、石油探鉱開発技

術の発達や非在来型石油資源の利用技術の発

達などを背景とする石油の推定埋蔵量増大な

どの変化が生じてきている。また、OPEC等の

産油国とIEA等の消費国が石油市場の安定を共

通利益として認識するなど石油市場の状況も変

化している。将来を展望した場合、非在来型石

油資源の活用や我が国の石油調達先の多様化

が進展するなど、情勢は更に変化する可能性

がある。一方で、中東等のエネルギー産油国を

巡る情勢が緊迫化の度合いを強め、石油その

他エネルギーの国際市場が急激に不安定化す

るリスクが完全に払拭されているものではな

い。また、近年、石油の中東依存度は上昇基

調にあり、今後ともこの傾向は続くものと考えら

れる。したがって、代エネ法については、上記

のような状況を踏まえて、幅広い観点から慎重

に検討をする必要がある。

また、「新エネルギー利用等の促進に関する特

別措置法」により、「石油代替エネルギー」で

あって「経済性の面における制約から普及が十

分でないもの」として位置づけられている「新エ

ネルギー」については、需要側の新エネル

ギーが位置付けられる等、我が国特有の定義

であり、諸外国で使用されている「再生可能エ

ネルギー」という分類とは必ずしも一致しない。

新エネルギーの範囲について、統計上の分類

と政策上の取扱いは、諸外国においても、必ず

しも一致するものではないが、新エネルギーの

エネルギー安定供給面や環境面での意義、技

術開発・普及の動向、将来見通しなどを踏ま

え、今後、統計上の扱いや、我が国としてどの

エネルギーを新エネルギーとして政策的に支

援すべきか等、検討することが必要である。

z1100028 経済産業省
「代エネ法」の廃止および「新エネ法」

の見直し
5063 50630001 11 石油連盟 1

「代エネ法」の廃止および「新エネ法」

の見直し

「代エネ法」を廃止し、併せて「新エネ法」

における新たな利用形態として、石油

コージェネ、残渣ＩＧＣＣなどの石油の有効

利用形態も新たに対象に加えていただ

きたい。

二度の石油危機を経て制定された「代エ

ネ法」や、これを準用する「新エネ法」は、

「石油」という理由だけで入口段階から

使用を制限する規制であり、石油の有効

利用の妨げとなっている。

今後は、石油、天然ガス、石炭など各エネ

ルギーの特性を最大限活用できるよう、

入口段階ではなく、出口（最終消費)段階

で効率性、環境特性を評価できる枠組み

に見直すことが、現在のわが国のエネル

ギー政策、即ち３つのＥ（安定供給の確

保、環境への適合、市場原理の活用）の

同時達成を目指すことに合致している。

総合資源エネルギー調

査会第9回需給部会（平

成16年6月16日）の資料

1「委員から事務局に寄

せられた意見」P31以下

に本要望の背景となる考

え方が、資料3「2030年

のエネルギー需給展望

（中間とりまとめ原案）」

P181～2に石油代替エ

ネルギー政策のあり方

について再検討すべき、

あるいは新エネルギーの

定義について、その概念

を再検討すべきであると

の考え方が示されてい

る。

高圧ガス保安法第

３５条第４項

一般高圧ガス保安

規則第８２条

液化石油ガス保安

規則第８０条

コンビナート等保安

規則第３７条

冷凍保安規則第４３

条

第１種製造者は、高圧ガスの爆発そ

の他災害が発生するおそれがある製

造のための施設（経済産業省令で定

めるものに限る。）について、経済産

業省令で定めるところにより、定期に、

都道府県知事が行う保安検査を受け

なければならない。

ａ Ⅲ

保安検査の基準について、民間基準

が採用できるよう平成１６年度中に全

国的に対応することとしている

z1100029 経済産業省
高圧ガス保安法における高圧ガス設

備の保安検査方法の見直し
5063 50630002 11 石油連盟 2

高圧ガス保安法における高圧ガス設

備の保安検査方法の見直し

高圧ガス保安設備（精製設備）に関する

保安検査方法の自主基準化を認めてい

ただきたい。

①運転中に緊急遮断弁の作動試験を行

うこと→安全上問題（高速道路を走りな

がら急ブレーキをかけるようなもの。）

②開放検査の際、目視による検査とあわ

せて非破壊検査を行うこと→目視で明ら

かであるにもかかわらず非破壊検査を行

う意義が不明。

③設備、配管の肉厚検査を毎年行うこと

→傾向管理を行い法定肉厚にいたる時

期は推定できているにもかかわらず検査

を行う意義が不明。

高圧ガス保安設備の検査方法は、政令

等で詳細に定められているが、技術の発

達や設備の高度化に対応しきれていな

い。むしろ、自主基準化することにより、使

用環境や検査実績に即した現実的な保

安検査が期待できる。
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大規模小売店舗立

地法第４条

「大きな家具を扱う家具店のように店

舗面積に比して１日に来店する客数

が極端に少ない場合等当該店舗の特

性により以下の日来客数原単位を用

いることが著しく不適当な場合」と規

定されており、「日来客数原単位を用

いることが著しく不適当な場合」に 当

たるかどうかは、「大きな家具を扱う家

具店」は例示に過ぎず、「当該店舗の

特性により」個別に判断されるもので

あって、「自動車販売業」など他の業

種の店舗を排除しているものではな

い。

d －

大規模小売店舗立地法第４条に基づ

く指針について、「駐車場の必要台数

の算出にあたり『日来客数原単位を

用いることが著しく不適当な場合』に、

『自動車販売業』を追記すべき」との

要望であるが、現行の指針において

も、「大きな家具を扱う家具店のように

店舗面積に比して１日に来店する客

数が極端に少ない場合等当該店舗の

特性により以下の日来客数原単位を

用いることが著しく不適当な場合」と

規定されており、「日来客数原単位を

用いることが著しく不適当な場合」に

当たるかどうかは、「大きな家具を扱う

家具店」は例示に過ぎず、「当該店舗

の特性により」個別に判断されるもの

であって、「自動車販売業」など他の

業種の店舗を排除しているものでは

ない。実際に、当方で調査したところ、

「自動車販売業」を行う店舗について

も、「日来客数原単位を用いることが

著しく不適当な場合」として、取り扱っ

ている事例があった。

自動車販売業を行う店舗について

は、ご指摘のとおり、店舗面積に比し

て１日に来店する客数が極端に少な

い場合が多いものと予想されるが、大

規模小売店舗立地法の対象となる店

舗（店舗面積1,000㎡超）のものが少

なく、当方に十分な情報がない。その

ため、今後、自動車販売業を行う店舗

の日来客数に関するデータ等の根拠

となるデータが示されれば、指針にお

ける例示について検討を行ってまいり

たい。

z1100030 経済産業省
大規模小売店舗立地法第４条(指針）

の見直し
5078 50780015 11 (社)日本経済団体連合会 15

大規模小売店舗立地法第４条(指針）

の見直し

　平成１６年度中を目途に指針の見直しを

行なうこととされている。その際、駐車場

の必要台数の算出にあたり「日来客数原

単位を用いることが著しく不適当な場合」

に、「自動車販売業」を追記すべきであ

る。

　大型家具店店舗やホームセンターなど

については、①大型の商品を展示するた

め売り場面積が必然的に大きくなること、

②主として耐久消費財を取り扱うため

「指針」で想定されている来客者数とは

極端に水準が異なること、等の理由によ

り特別に緩和措置が取られているが、両

業態と同じような特性を有する自動車販

売店についても同様の取り扱いを認める

べきである。なお、整備のために自動車

に乗って来店する顧客については、別

途、整備スペースを確保しているため、

指針に示されるような駐車場台数は必要

ない。

石油の備蓄の確保

等に関する法律

（１）我が国への石油供給が不足する

等の事態が生じた場合においても、

石油の安定供給を確保し、国民生活

の安定と国民経済の円滑な運営に資

するために、石油の備蓄の確保等に

関する法律に基づき、石油精製業者

等に対して、全ての油種を対象に備

蓄の義務を課している。　（２）国際的

には、ＩＥＡは石油の純輸入量の９０日

分につき、加盟国に対し備蓄義務を課

している。　（３）我が国は、原油５０００

万KLの国家備蓄に加え、石油精製業

者等に対して前１２か月の石油生産量

等の７０日分を基準備蓄量とする備蓄

義務を課している。

ｃ

（１）石油備蓄は、我が国への石油の

供給が不足する等の事態が生じた場

合においても石油の安定供給を確保

し、国民生活の安定と国民経済の円

滑な運営に資するためのものである。

（２）自家消費用の石油について備蓄

義務を軽減した場合、我が国の石油

安定供給を確保するために必要な民

間備蓄の水準が維持できなくなる恐

れがあり、緊急時において国民生活

の安定と国民経済の円滑な運営に問

題が生じることとなる。このため、自家

消費用の石油についても備蓄義務を

課しているところである。

（３）国際的にも、ＩＥＡにより、他人に

譲り渡すか自己で消費するかを問わ

ず純輸入量に対して９０日分の備蓄義

務が課せられているとともに、実際に

主要国においても、民間企業の自家

消費用の輸入にも備蓄義務が課せら

れている。

（４）なお、備蓄石油を保有することに

伴う負担の軽減のために、備蓄義務

者に対しては、従来より備蓄石油購入

資金に対する低利融資を実施してい

る。

z1100031 経済産業省
自家消費を目的とするC重油の備蓄義

務の軽減
5078 50780053 11 (社)日本経済団体連合会 53

自家消費を目的とするC重油の備蓄義

務の軽減

　備蓄義務による負担を軽減すべきであ

る。

　備蓄のコストが製造業の国際競争力の

低下を招いている。なお、平成８年１月

に、石油公団内に空タンク情報の提供を

行う「石油タンク情報センター」が設置さ

れ、また、備蓄石油購入資金に対する低

利融資が実施されているほか、既存の備

蓄会社のキャパシティを活用して、小規模

の備蓄義務者が容易に義務を履行できる

スキームが公団内で既に実施されてお

り、備蓄義務者の負担軽減のための対策

が図られている。しかし、これらを利用し

ても結局のところメーカーがそのコスト分

を負担せざるを得ない。

　C重油を輸入するため

には、需要家が、輸入重

油１日当たり使用量の70

日分を備蓄しなければな

らない。
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電気事業法 第54

、55 条

電気事業法施行規

則 第91 条

核原料物質、核燃

料物質及び原子炉

の規制に関する法

律 第37 条

実用発電用原子炉

の設置、運転等に

関する規則 第16

条の２

①電気事業法第５４条第１項の定期検査を電気

事業者が受けなければならない時期は、発電

用原子炉及びその附属設備について運転が開

始された日又は定期検査が終了した日以降１３

月を超えない時期としているとともに、同法第５

５条第４項の定期安全管理審査を受けなけれ

ばならない時期は、発電用原子炉及びその附

属設備について運転が開始された日又は原子

力発電所の通常運転時の総合的な性能に関す

る定期事業者検査が終了した日以降１３月を超

えない時期としている。

②定期検査は、検査内容に応じて、経済産業

省原子力安全・保安院の検査官又は独立行政

法人原子力安全基盤機構の検査員が行ってお

り、うち独立行政法人原子力安全基盤機構の検

査員については事業者の求めに応じて、土曜

日、日曜日、休日又は夜間にも検査を行ってい

る。

③定期検査は、電気事業法第５４条第１項の規

定により、原子力発電所に属する蒸気タービン

並びに発電用原子炉及びその附属設備につい

て、経済産業省原子力安全・保安院又は独立

行政法人原子力安全基盤機構の検査員が定期

に行う検査であり、保安検査は、核原料物質、

核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第

３７条第５項の規定により、保安規定の遵守状

況について、経済産業省原子力安全・保安院

が定期に行う検査である。また、電気事業法第

５５条の規定により、事業者に設備の技術基準

適合性を定期に確認する検査（定期事業者検

査）の実施が義務づけられている。

①b

②c

③b

①Ⅲ

②－

③Ⅳ

①平成１５年１０月１日に実施された電気事業法の改正により、

従来の事業者により自主点検が「定期事業者検査」として義務

づけられるとともに、規制庁が実施する定期検査は、定期事業

者検査に立ち会い又は記録を確認することにより行うものとされ

た。

　現状における原子力発電所の保守管理は、事業者が１３ヶ月

ごとに実施する定期事業者検査が基本となっていることから、国

の定期検査がこの定期事業者検査の実施にあわせて１３ヶ月ご

とに行うとしていることは一定の合理性を有するものである。

　今後、定期事業者検査の個々の項目がどの頻度で行われれ

ば安全上最も有効であるかという観点から評価し、その評価に

基づき事業者が原子炉の停止中に行うべき検査項目の間隔を

定めるよう検討を行っていくことが必要である。また、例えば、

各施設のパフォーマンスを踏まえた検査内容を適用することな

ど、定期検査の内容をより実効的かつ柔軟に決定していくため

の仕組みの導入も考えられるが、これらの評価手法の検討や必

要なデータの整備が前提となるものと考えられ、まずその点から

作業を進めることが必要になる。

　また、今年６月に開催された総合資源エネルギー調査会原子

力安全・保安部会において、検査の在り方に関する今後の検

討課題について議論され、新しい検査制度の定着と、残された

課題の解消に取り組んでいく必要性を認識し、リスク情報の活

用についても議論されているところ。

②平成１５年１０月１日に施行された電気事業法の改正により、

定期検査の一部は独立行政法人原子力安全基盤機構が実施

することとなった。現在、独立行政法人原子力安全基盤機構は、

事業者の求めに応じて、土曜日、日曜日、休日又は夜間にも検

査を行っているが、それとは異なり、国の定期検査に従事する

検査官は、検査の実施に係る事務以外にも、検査等の制度策

定等の安全規制に関する事務、原子力災害に即応するための

原子力防災専門官としての業務も担当する体制となっており、２

４時間検査を行う体制を取ることは非常に困難である。

③定期検査は、原子力発電の設備が技術基準を満たすよう維

持されているかを確認する検査であり、保安検査は、事業者が

保安規定を遵守して保安活動を実施しているかを確認する検

査であり、両者は異なる目的を有する検査である。

保安規定の中には設備の保守管理に関する規定も含まれてお

り、概念上は、定期検査が対象とする事業者による定期事業者

z1100032 経済産業省
原子力発電所の設備利用率に関係す

る規制の緩和
5078 50780054 11 (社)日本経済団体連合会 54

原子力発電所の設備利用率に関係す

る規制の緩和

①定期検査等間隔の延伸：原子炉および

その附属設備の定期検査（定期事業者

検査の安全管理審査を含む）の間隔を２

年程度に延長すべきである。

②官庁立会検査における検査待ち時間

発生の回避

③定期検査と保安検査の一本化あるい

は定期検査の自主検査化および当面に

おける両検査の重複の排除

設備利用率を向上できる上記事項の導入

により、原子力発電所設備の有効利用を

図る。

① については、現在、総合資源エネル

ギー調査会原子力安全・保安部会の下

で検査の在り方について検討がなされる

こととされているが、具体的な制度設計

にあたり、全プラントが硬直的に一律13

ヶ月に制限される定期検査間隔の見直し

やオンラインメンテナンスの導入による運

転中検査への移行など、現状の定期検査

制度について合理的な制度となるよう見

直す。

②については、「休日又は夜間に検査を

する体制をとることは労務管理上困難」と

の回答を示されている

①発電用原子炉及びそ

の付属設備は13 ヶ月を

越えない時期に定期検

査や定期事業者検査の

安全管理審査（平成15

年10 月より新規追加）を

受けなければならず、ま

た経済産業省の直接立

会検査が実施されてい

る。

②定期検査時の官庁立

会検査は休日及び夜間

の受検ができず、連続作

業のホールドポイントと

なっている。

③供用中の原子炉にお

いては原子炉等規制法

に基づく保安検査と電気

事業法に基づく定期検査

の両方を受検している。

電気用品安全法施

行令第１条

別表第２、１(3)

溶接用ケーブルを含む、電気用品安

全法で定める電気用品の製造又は輸

入の事業を行う者は、経済産業大臣

に事業の届出を行わなければなら

ず、また、これら製造又は輸入に係る

電気用品について技術基準への適合

義務を負う。

b Ⅱ

公聴会（平成16年度中に実施予定）

等、しかるべき手続きを踏み、溶接用

ケーブルを電気用品の指定から除外

することについて、検討を実施する。

z1100033 経済産業省
溶接用ケーブルの電気用品指定から

の除外【新規】
5078 50780057 11 (社)日本経済団体連合会 57

溶接用ケーブルの電気用品指定から

の除外【新規】

溶接用ケーブルを電気用品の指定から除

外すべきである。

　溶接用ケーブルは、電気用品安全法の

規制対象であるアーク溶接機の部分品と

して使用されているので、その安全性は

アーク溶接機の基準適合義務を持って担

保されている。よって、溶接用ケーブル自

体を指定から除外しても安全性は確保さ

れる。

　指定から除外することにより、製品開発

の自由度が高まり、例えば環境配慮型製

品等の市場への提供が可能となる。

電気用品安全法施行令

により、導体の公称断面

積が100平方ミリメートル

以下の溶接用ケーブル

は、電気用品に指定さ

れ、規制対象となってい

る。
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補助事業等により

取得し、又は効用の

増加した財産の処

分制限期間（昭和

五十三年八月五日

通商産業省告示第

三六〇号）

処分を制限する財産の制限期間につ

いては、原則減価償却資産の耐用年

数等に関する省令（昭和四十年三月

三十一日大蔵省令第十五号）で定め

ている耐用年数に倣って定めることと

している。

ｂ Ⅲ
左記の大蔵省令の今後の取扱等を勘

案した上で、対応を検討する。
1 z1100034 経済産業省 補助金適正化法の運用の一元化 5094 50940005 11 和歌山県 5 補助金適正化法の運用の一元化

補助金適正化法に基づく処分制限期間

については、各府省庁が別途政令で制

定するのではなく、財務省令にて、処分

制限期間の統一（一本化）を図り、既存の

政令は各府省庁において廃止されたい。

　

・補助金適正化法第２２条に基づく財産処

分制限期間は、各府省庁の政令により別

途定めるとされており、現状では、各府省

庁の政令を定める時期によりばらつきが

見られ、さらに改正後の但し書きには、財

務省令に連動した処分制限期間ではな

く、改正後に取得した財産にのみ適用が

受けるように政令で告示されている。国

の補助金を活用し、整備したもの（例　鉄

筋コンクリート）や購入したもの（パソコ

ン・サーバ）が同じであるにもかかわら

ず、補助金の種類によって異なる処分制

限期間となっている。

中小企業経営革新

支援法

中小企業経営革新支援法において

は、経営革新計画が、①個別中小企

業者が単独作成した場合、②複数社

共同で、代表する社が全て１の県に本

店が存在する場合、当該都道府県の

知事が、経営革新計画の承認を行う

行政庁としている。

ｃ

　税の特例措置等、経営革新支援法

の承認は、国からの財政支出に直結

することから、行政庁の関与が必要と

考えられる。

　なお、経営革新をきめ細かく支援す

るために、各県に経営革新支援協議

会の設置を求める事務連絡を行って

いるところであり、中核的支援機関

（都道府県中小企業支援センター）

も、その構成員として、承認企業に対

する指導・アドバイスを行うことを依頼

しているところである。

z1100035 経済産業省 ○中小企業経営革新法の運用改善 5094 50940006 11 和歌山県 6 ○中小企業経営革新法の運用改善

○中小企業経営革新法第１６条に基づき

都道府県知事が認可することとなってい

るが、中核的支援機関の長が認可するこ

とにされたい。

○産業支援機関である中核的支援機関

が認可すれば、審査をする行為を通じて、

企業に対してアドバイスを実施することや

企業の事業計画を把握できることが容易

可能となるため。
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産業技術力強化法

第１７条

現在、産業技術力強化法第１７条によ

り、産業技術力の強化を図るため特に

必要なものとして政令で定める要件

に該当する中小企業に対して、審査

請求料及び第一年から第三年までの

特許料の１／２軽減措置を講じている

ところ。なお、平成１５年の通常国会に

おいて産業技術力強化法を改正し、

平成１６年４月より、対象要件をこれま

での「試験研究費等比率３％超の中

小企業」に加え、次の①～③の事業を

行う中小企業にも拡大。

　①中小企業の創造的事業活動の促

進に関する臨時措置法における認定

事業

　②中小企業技術革新支援制度

（SBIR）における特定補助金等交付事

業

　③中小企業経営革新支援法におけ

る技術に関する研究開発に係る承認

事業

f

特許料等の減免は、規制措置ではな

く、実質上従来型の財政措置にしか過

ぎないため対応不可。

z1100036 経済産業省
中小企業の特許関係の料金減免措置

の拡充
5095 50950011 11 東京都 11

中小企業の特許関係の料金減免措置

の拡充

①　研究開発型中小企業に限定すること

なく、全中小企業を減免の適用対象とす

ること

②　出願手数料も減免の対象とすること

・特許法の改正により１件当りの総費用

が引き下げられるとともに、減免対象とな

る「資力に乏しい法人」の要件が設立５年

以内から10年以内に緩和されるなどの措

置が講じられた。

・しかし、依然として減免制度を受けられ

る対象者が限定されており、また、減免措

置の内容も審査請求料や一定期間の特

許料に限られている。

・中小企業における知的財産の取得を促

進させるため、特許関係料金の更なる減

免措置の拡充が必要である。
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